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令和８年３月               板橋区長  

近年、人口減少や少子高齢化などを背景に、全国で空家等が増加し、社会問

題化しております。適切に維持管理されていない空家等は、防災・防犯上のリ

スクや衛生上の支障、景観の悪化を招き、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐

れがあります。板橋区においては、居住の有無にかかわらず適切に管理がされ

ていない建築物が近隣住民に多大な影響を与えることから、空家等に限らない

老朽建築物等対策に取り組んでおります。 

板橋区では、平成 28（2016）年度に策定した「板橋区老朽建築物等対策計画

2025」に基づき、これまで計画的に対策を進めてきました。併せて「板橋区老

朽建築物等対策条例」を制定し、計画の実行性を高めることで、危険な老朽建

築物等の解消に努めております。当計画においては、倒壊等の危険性が高いと

判断された老朽判定Ａの建築物 207 件の解消を数値目標として掲げ、重点的に

対策を実施した結果、令和６（2024）年度末までに目標件数を前倒しで達成す

るなど、一定の成果を得ました。 

一方、令和６（2024）年度に実施した老朽建築物等実態調査により、長期に

わたり改善が進んでいない物件が依然として残っていることが明らかになりま

した。また、危険性は低いものの空家等となっている建築物は、平成 25（2013）・

26（2014）年度の前回調査と比較して約２倍に増加しており、これらの要因は

新たな課題として浮き彫りとなっています。 

このような状況を踏まえ、「予防・啓発の強化」「適切な管理の促進」「除却の

促進」の三つを行動指針とした「板橋区老朽建築物等対策計画 2035」を策定い

たしました。これまでの取組に加え、専門家と連携した総合的な相談体制の整

備、管理不全空家等の運用強化、財産管理制度の活用など、新たな施策を講じ、

老朽建築物等の発生予防から適正管理、除却までを見据え、体系的かつ計画的

に対策を進めてまいります。 

老朽建築物等がもたらす問題は、行政だけで解決できるものではありません。

所有者、地域、行政が相互に連携し、協力して取り組むことが不可欠です。本

計画を着実に推進し、区民の皆さまが安心して暮らせる「安全・安心で快適な

まち」の実現に向けて、全ての関係者と力を合わせてまいります。 

本計画の実現に向け、皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 
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用語の定義・解説 

֪֩ קּ ᵊ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᵋ 

適切に管理されていない空家等がもたらす防災・衛生・景観上の支障等から地域住民の生命・

身体・財産を守り、増え続ける空き家問題に対応するための法律です【平成 26年法律第 127号】。

令和５（2023）年改正では、所有者の責務強化や管理不全空家等の新設など、活用・管理・除却

を促す各種制度の拡充が盛り込まれました。 

 

֪֩ ᵊ  ɛ

老朽建築物等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、区民の良好な生活環境を確保するこ

とを目的として制定した条例です。空家特措法の改正を受けて、管理不全空家等への措置手続等

を強化するために令和６（2024）年に一部改正しました。 

 

֩ ֪ ᵊ  ɛ

建築基準法第２条に定める建築物のことで、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しく

は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のた

めの工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これら

に類する施設をいい、建築設備を含みます。 

 

֩ ֪ קּ əּק  ɛ

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態で

あるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいいます。ただし、国又は地

方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。 

 

֩ ֪ ᵬּק 

前項（４）の空家等に該当する建築物に加え、住宅・土地統計調査（総務省統計局）が把握す

る空き家（賃貸・売却用の住宅、二次的住宅、その他の住宅）を含めた総称として用います。 

 

֩ ֪ קּ əּק  ɛ

空家等のうち、以下の状態にあると認められる空家等と定義されています。 

（イ）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

（ロ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

（ハ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

（ニ）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

板橋区では、「周囲の日常生活に重大な支障が出るような悪影響を与えている状態」が認めら

れる場合、老朽建築物等対策検討会議（以下「検討会議」という。）及び老朽建築物等対策協議会

（以下「協議会」という。）の意見聴取を経て、特定空家等を認定します。 

  



 

֩ ֪ קּ əּק 13  ɛ

空家等のうち、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当

することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と定義されています。 

板橋区では、特定空家等になるおそれがあると認められる場合、管理不全空家等を認定します。 

 

֩ ֪  

老朽化が進んでいる建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）のうち、空家等以外のものをいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除きます。 

 

֩ ֪  

老朽建築物のうち、適切に管理されていない特定空家等と同等の状態にある建築物及びその敷

地で、板橋区が「周囲の日常生活に重大な支障が出るような悪影響を与えている状態」と認め、

検討会議及び協議会の意見聴取を経て、認定したものをいいます。 

 

1֩0֪  

空家等、管理不全空家等、特定空家等、老朽建築物及び特定老朽建築物の総称です。 

 

 

 ᶊ ᵸᶪ  

 

1֩1֪  

老朽建築物等の所有者又は管理者をいいます。 

 

1֩2֪  

建築物の所有の有無にかかわらず対象建築物に居住する者又は占有者をいいます。 
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老朽建築物等対策計画について 

１ 背景・目的 

２ 計画の位置づけ 

３ 空家特措法と対策条例の関係 

４ 計画期間 

５ 対象区域 

６ 対象建築物 
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１ 老朽建築物等対策計画について  

背景・目的 板橋区では、平成 26（2014）年度に「板橋区老朽建築物等対策計

画 2025」を策定後、令和元（2019）年度に計画の見直しを行い、老

朽建築物等対策に取り組んできました。また、「空家等対策の推進に

関する特別措置法」の改正を受け、老朽建築物等対策を強化する方

向で板橋区老朽建築物等対策条例を令和６（2024）年に改正してい

ます。 

本計画は様々な社会情勢の変化や、前計画で培った知見、令和６

（2024）年度に実施した老朽建築物等実態調査の結果に基づき、今

後増加する老朽建築物等に備えるため総合的に対策の強化を行い、

令和８（2026）年度からの運用に向けて更新を行ったものです。 

行政、所有者等と地域住民が協力して 

「安心・安全で快適なまち」をめざす 

 

 

 

 

計画の位置づけ 老朽建築物等対策の基本的な方向性とともに、老朽建築物等に関

する対策を総合的かつ計画的に推進するための実施体制や具体的

な施策の方向性を示す「個別計画」となります。 

空家特措法と 

対策条例の関係 

空家等に関しては、空家特措法及び対策条例に基づき対応し、居

住者のいる老朽建築物については、対策条例に基づき対応します。 

計画期間 令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間とし

ます。 

対象区域 板橋区内全域とします。 

対象建築物 全ての老朽建築物等を対象とします。 
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１ 背景・目的

少子高齢化のさらなる進展と単身世帯の増加、ライフスタイルの多様化などにより、空家等

や適切に管理されていない建築物等の増加が一層懸念されています。老朽化した建築物等は、

倒壊や外壁の剥落による防災上の危険、ごみ・害虫の発生などの衛生上の支障、景観悪化によ

るまちの魅力低下といった多面的な影響を及ぼし、地域課題として顕在化しています。 

こうした状況を踏まえ、国は令和５（2023）年の「空家等対策の推進に関する特別措置法（以

下「空家特措法」という。）」の一部改正により、管理不全空家等を新たに位置づけ、特定空家

等への移行を未然に防止する枠組みを整備しました。また、除却等の促進や、周囲に悪影響を

及ぼす前段階での利活用・適切な管理を図るための制度・措置が拡充されました。 

板橋区では、空家特措法の改正を受け、令和６（2024）年に「東京都板橋区老朽建築物等対

策条例（以下「対策条例」という。）」を一部改正し、空家等対策に関する手続と措置の円滑化

を図り、対策に取り組んでいます。 

平成 28（2016）年度に策定した「板橋区老朽建築物等対策計画 2025（以下「対策計画 2025」

という。）」では、平成 25（2013）・26（2014）年度に実施した老朽建築物等実態調査（以下「H25・

26 実態調査」という。）で老朽判定Ａ（危険）と判定された物件数 207 件の解消を数値目標に

掲げ、老朽建築物対策に取り組んだ結果、令和６（2024）年度末に目標を達成しました（H25・

26 実態調査以降に新たに老朽判定Ａとなった物件を含む）。しかし、令和６（2024）年度老朽

建築物等実態調査（以下「R６実態調査」という。）によると、老朽判定Ａ又はＢで改善が見ら

れない物件が依然として存在し、老朽判定Ｃ（当面の危険性なし）及び老朽判定Ｄ（安全）の

空家等の数は、H25・26実態調査と比べ、約２倍に増加していることが分かりました。今後は、

これらが危険な状態へ進行するのを未然に防ぐため、早期予防と適切な管理・除却が一層重要

です。 

そこで、これまでの取組成果や実績を踏まえた、「予防・啓発の強化」、「適切な管理の促進」、

「除却の促進」の３つを行動指針とし、総合的な対策を推進する「板橋区老朽建築物等対策計

画 2035」を策定しました。 

なお、老朽建築物等対策においては、板橋区が持続的に発展し続けるため、国際社会の共通目

標である SDGs1の達成と 2050年ゼロカーボンシティ2の実現を見据えながら対策に取り組みます。 

  

 
1 平成 27（2015）年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」に記載された令和 12（2030）年に向けての全ての国の共通目標のことです。17 の

ゴール・169 のターゲットが示されており、板橋区は、「SDGs 未来都市」として、自分たちの取組が

SDGs につながっていることに気づき、SDGs をツールとして活用し、自ら目標を設定して取り組む、

「SDGsローカライズ」の普及促進を進めています。 

 
2 近年、世界各地で観測史上例のない猛暑・集中豪雨・大型台風などが多発し、気候非常事態が叫ば

れています。こうした状況を踏まえ、板橋区は 2022年 1 月に気候非常事態を宣言し、「2050 年まで

に区内の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする（ゼロカーボンいたばし 2050）」ことを表明しました。

宣言では、①再生可能エネルギーの導入拡大、②建築物の省エネ改修と木造利用促進、③資源循環型

まちづくり、④区民・事業者との協働によるライフスタイル転換を重点取組として掲げています。 
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２ 計画の位置づけ 

「板橋区基本計画 2035」で示す区政の方針を踏まえ、本計画は板橋区における老朽建築物等

対策の基本的な方向性を定めています。また、空家特措法及び対策条例等に基づき、老朽建築

物等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するための実施体制や具体的な施策内容を示す

「個別計画」として位置づけています。 

 

 

 ᶍ∞ ᶄᵰ 

 

３ 空家特措法と対策条例の関係 

空家等に関しては、空家特措法及び対策条例に基づき対応します。また、老朽建築物につい

ては、対策条例に基づき対応します。 
 

４ 計画期間 

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間とします。ま

た、社会情勢や法の改正等の状況を考慮して、令和 12（2030）年度に計画を見直す予定です。 

 

 
  

 

 

板橋区基本構想

板橋区老朽建築物等対策計画
（空家等対策計画）

板橋区基本計画
板橋区都市づくりビジョン

（都市計画に関する基本的な方針）

いたばしNo.1実現プラン

板橋区住まいの未来ビジョン 空家等対策の推進に関する特別措置法

板橋区老朽建築物等対策条例

法・条例個別計画

相互連携

令和８年度 令和９年度 令和10年度令和11年度令和12年度令和13年度令和14年度令和15年度令和16年度令和17年度
（2026）（2027）（2028）（2029）（2030）（2031）（2032）（2033）（2034）（2035）

対策計画2035 対策計画2035〈後期〉

計画前期

計画の見直し

計画後期
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５ 対象区域 

R６実態調査の結果、老朽判定Ａ（危険）及びＢ（やや危険）と判定した老朽建築物等は区内

全域に散在しており、特定の地域に集中して多く発生している傾向は認められないため、板橋

区全域を本計画の対象区域とします。 

 

 

 ḱḻ᷄ᶍ  

 

６ 対象建築物 

対象建築物は、原則、全ての老朽建築物等を対象とします。 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区における 

老朽建築物等の現状 

１ 人口推計及び統計調査から見た状況 

２ 老朽建築物等対策の取組状況 

３ 老朽建築物等対策の主な実績 

４ 老朽建築物等対策の分析 

５ 課題 
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２ 板橋区における老朽建築物等の現状  

人口推計及び統計調

査から見た状況 

板橋区人口ビジョンを用いて人口の将来展望を示すことで、引き

続き少子高齢化が進展するであろうという問題認識の共有化を図

り、あわせて住宅・土地統計調査を用いて住宅事情や空き家の現状

について、考察しています。 

老朽建築物等の現状と 

業務で培った知見を踏まえた課題 

 

 

 

老朽建築物等対策の

取組状況 

老朽建築物等対策に係る主な取組内容及び取組状況の概要を示

すとともに、H25・26 実態調査時点から R6 実態調査までの老朽判定

Ａの物件数、解消数の推移を示しています。 

老朽建築物等対策の

主な実績 

これまでの各取組実績、実際の相談事例を紹介しています。 

老朽建築物等対策の

分析 

所有者等調査、相談解決事例、特定認定した物件等について、傾

向の有無や共通事項等がないかを分析しています。 

課題 これまでの業務で培った知見を踏まえ、板橋区としての課題を

「空家等の継続的な発生」、「所有者の管理意識の不足及び管理能力

の低下」、「支援策の活用促進・周知徹底」、「解消困難な空家等への

対応」の４つの観点で整理しています。 
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１ 人口推計及び統計調査から見た状況 

֩ ֪ ḛḀḯḻ֩ ֩2024 ֪ ֪

板橋区人口ビジョンは、区の人口動向を分析し、人口に関する区民共通の認識を醸成した上

で、今後めざすべき方向性と人口の将来展望を示すものです。 

推計は、直近の国勢調査人口を基準人口とし、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計と

住民基本台帳人口にみられる近年の自然増減・社会増減の傾向を加味して算出しています。 

推計の結果、将来の総人口は令和 22（2040）年にピークを迎えた後、穏やかな減少傾向に転

じる見込みです。 

 
 ᶍ ᶍ ᶍ ᵶ 

ֹᴂ ḛḀḯḻ֩ 2֩024 ֪ ֪b֩  ֪

 

年齢３区分別人口をみると、生産年齢人口（15～64歳）は令和 12（2030）年に約 40万人で

ピークを迎えた後、減少傾向に転じます。一方、老年人口（65歳以上）は増加を続け、令和 32

（2050）年には約 17万人となり、高齢化率は 28%に達する見込みです。 

 

 
 ᶍ ᶍ ᵶ 

ֹᴂ ḛḀḯḻ֩ 2֩024 ֪ ֪b֩  ֪

584,483
592,953

600,192 605,159 607,287 607,228 605,918

500,000

550,000

600,000

650,000

（人）

推計人口

2040年

区総人口(推計)

ピーク

60,049 60,100 60,375 62,419 62,982 62,260 60,259

387,862 397,073 399,590 394,571 384,735 378,829 375,945

136,572 135,780 140,226 148,169 159,570 166,139 169,714

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

2050年

高齢化率 28%
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֩ ֪  

国勢調査は、総務省統計局が所管し、全ての人と世帯を対象として５年ごとに実施される、

日本で最も基本的かつ包括的な統計調査です。 

この調査では、人口の総数、年齢、性別、世帯構成、就業状況など、国民の基本的属性を把

握することにより、地域ごとの人口動向や社会構造の変化を明らかにしています。 

 

世帯構造の変化をみると、夫 65歳以上・妻 60歳以上の夫婦のみの世帯数は、平成 22（2010）

年の約１万９千世帯から令和２（2020）年の約２万２千世帯へと増加しています。また、65歳

以上の単独世帯は、同期間に約３万世帯から約３万８千世帯へと急増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᶍ ᶍ ┌ 

ֹ ֩  ֪

 

  

19,554 21,790 22,377

29,665

36,516 37,998

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成22(2010)年 平成27年(2015)年 令和2(2020)年

（世帯）

夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯数 65歳以上世帯員の単独世帯数

65歳以上の単独世帯

10年間で

約8,000世帯増加
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֩ ֪ ᴴ  

住宅・土地統計調査は、総務省統計局が所管する全国規模の標本調査で、我が国の住宅と世

帯の居住実態等を総合的に把握し、その現状と推移を明らかにすることを目的に、５年ごとに

継続実施されています。 

この調査では、住宅数、空き家数、住宅の種類、建物の構造などの住宅ストックの実態に加

え、そこに居住する世帯人数、新築・中古の別などの関連情報が体系的に調査されています。 

 

ӡ ᶊᵩᵰᶪ ᴲᵬּק ᶒ ᵬּק ᶍ ┌ 

令和５（2023）年の調査結果によると、板橋区の住宅総数は 363,490 戸で、平成 30（2018）

年の調査から約 27,000 戸増加しました。空き家総数も 42,490 戸と約 5,800 戸増加していま

す。減少傾向にあった空き家率は 11.7%となり、0.8ポイント上昇しました。 

 
 ᶍ ᵬּק ᴲ ᴲ ᵬּק 

ֹ ᴴ ֩  ֪

 

Ӣ ᴴ ᴴ ᶍ ᵬּק ᶍ ┌ 

板橋区の空き家率と東京都・全国の空き家率の推移を比較してみると、全国の空き家率より

低い率で推移している一方、近年では東京都全体の空き家率より高い率となっています。 

 
 ᴴ ᴴ ᶍ ᵬּק ᶍ ┌ 

ֹ ᴴ ֩  ֪  
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ӣ ᶊᵩᵰᶪ ᶇ ᵬּק  

下表は、平成 30（2018）年と令和５（2023）年における特別区の空き家率が高い順に並べた

ものです。板橋区の空き家数は 36,640戸から 42,490戸へ 5,850戸増加した結果、空き家率は

10.90％から 11.69％へ 0.79 ポイント上昇し、順位は 10 位から９位へと１つ上がっています。 

この間に住宅総数は約８％増加しているのに対し、空き家数は約 16％増加しており、住宅総

数の伸びに比べて空き家数の伸びがやや大きかったことが、空き家率上昇の一因と考えられま

す。 

なお、空き家数が最も多いのは世田谷区（約 5.9万戸）、次いで大田区（約 4.9万戸）、足立

区（約 4.4万戸）です。一方、空き家率は豊島区（13.9％）、港区（13.7％）、荒川区（12.9％）

の順に高くなっています。 

 

 ᶊᵩᵰᶪ ᴴ ᵬּ֩ק ᵬּק ∞15 ∞ᶝᶆ  ֪

 
ֹ 30 2֩018 ֪ ᴴ 2֩023 ֪ ᴴ ֩  ֪

  

順位 区
住宅総数
（戸)

空き家数
（戸)

空き家率
(％)

順位 区
住宅総数
（戸)

空き家数
（戸)

空き家率
(％)

1 豊島区 206,360 27,350 13.25 1 豊島区 213,800 29,810 13.94

2 港区 160,440 19,850 12.37 2 港区 177,980 24,360 13.69

3 中央区 105,540 19,850 11.85 3 荒川区 131,160 16,920 12.90

4 荒川区 119,010 14,070 11.82 4 千代田区 42,210 5,300 12.56

5 葛飾区 237,010 28,020 11.82 5 中野区 236,250 28,620 12.11

6 新宿区 244,780 27,920 11.41 6 北区 213,930 25,460 11.90

7 大田区 427,580 48,450 11.33 7 葛飾区 249,950 29,420 11.77

8 中野区 229,060 25,820 11.27 8 墨田区 174,530 20,500 11.75

9 足立区 356,080 39,660 11.14 9 板橋区 363,490 42,490 11.69

10板橋区 336,280 36,640 10.90 10渋谷区 174,970 19,670 11.24

11北区 204,540 22,280 10.89 11新宿区 261,030 29,180 11.18

12千代田区 41,700 4,470 10.72 12中央区 106,070 11,720 11.05

13墨田区 154,720 16,160 10.44 13足立区 402,630 43,850 10.89

14渋谷区 160,700 16,260 10.12 14世田谷区 541,000 58,850 10.88

15品川区 243,080 23,860 9.82 15大田区 451,460 48,880 10.83

■平成30(2018)年調査結果 ■令和5(2023)年調査結果
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Ӥ ᶍ ᵬּקᶍ ֩ ᶍ  ֪

板橋区の空き家を住宅の種類別にみると、賃貸用の住宅が最も多く約７割以上を占め、戸数

は平成 30（2018）年調査より 2,400 戸増えていますが、構成比は５ポイント低下しています。 

また、その他の住宅3は 3,450 戸増加し、構成比も 18.8％から 24.3％へと 5.6 ポイント上昇

した一方で、二次的住宅4の構成比は 1.6％から 0.3％へ 1.3ポイント低下しています。 

 

 ᶍ ᵬּ֩ק ᶍ ֪ ᶒ  

 

ֹ 30 2֩018 ֪ ᴴ ֩2023 ֪ ᴴ ֩ ֪ 

 

 
 ᶍ ᵬּקᶍ  

ֹ 30 2֩018 ֪ ᴴ 2֩023 ֪ ᴴ ֩  ֪

 

  

 
3 転勤・入院等のため、居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等のために取り壊すことになっている住宅等 
4 別荘又はその他たまに寝泊りしている人がいる住宅 

調査年 賃貸用の住宅 売却用の住宅 二次的住宅 その他の住宅 空き家総数

28,310 890 570 6,870 36,640

77.3% 2.4% 1.6% 18.8% 100.0%

30,710 1,350 110 10,320 42,490

72.3% 3.2% 0.3% 24.3% 100.0%

平成30(2015)年

令和5(2020)年

（戸）

※パーセント表示は、空き家総数と各項目の戸数を用いて算出しています。

※標本（抽出世帯）結果を推計係数を用いて算出しているため、各セルは小数を含む値を10 戸単位などに

四捨五入して公表されています。そのため、四捨五入の累積で、合計がずれる場合があります。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和5(2020)年

平成30(2015)年

賃貸用の空き家 売却用の空き家 二次的住宅 その他の住宅
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ӥ ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶎ ᶍ  

全国的な傾向として住宅を購入する際は、新築物件が 59.4％、中古物件が 40.6％となって

おり、新築物件の方が好まれる傾向を確認できます。また、東京都では、新築物件が 60.8％を

占め、より新築物件が好まれる傾向があります。板橋区でも、新築物件の方が中古物件より好

まれる傾向は同様ですが、その割合は 57.0％となり、全国・東京都と比べると低く、中古物件

の購入比率が比較的高いことが確認できます。 

 

 ᶀּקᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᴴ ᶍ  

地域 新築住宅の購入数 中古住宅の購入数 

板橋区 48,290 36,360 

東京都 1,170,200 756, 000 

全国 8,013,800 5,485,900 

出典：令和５(2023)年 住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

 

 ᶀּקᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᴴ ᶍ  

 

 

 

 

  

59.4%

60.8%

57.0%

40.6%

39.2%

43.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全国

東京都

板橋区

新築の住宅を購入 中古住宅を購入
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   ᴴ ᶇᶎ 

 

住宅・ 土地統計調査は、総務省統計局が ５年ごとに実施するもので、一定の方法で抽

出された住戸世帯を調査対象（令和５年調査：全国約 340万住戸・世帯が対象)とし、統計

的処理を施した推計値により、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関

する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世

帯に関する実態を調査しています。 

 

 

ᴴ ᶊᵩᵰᶪᵬּקᶍ  

 

ӡ ᶍ   

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅  

 

Ӣ ᶍ   

新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅  

 

ӣ  

別 荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人

が住んでいない住宅  

その他：ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、

たまに寝泊まりしている人がいる住宅  

 

Ӥᵼᶍ ᶍ  ֩ 5 ֹᵆ ᴴ ᶒ ᶱ ᵮ ᵬbּק ֪

例として、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなど

のために取り壊すことになっている住宅（空き家の種類の判断が困難な住宅を含む。） 

 

 

ăᵆ ᴴ ᵇᶆᶎᴲׁשᴴ ᶍ╗ ᶍ ᶡᶑᶇᶃᶍ ᵬּקᶇ ᵧᶅ

ᵩᶩᴲ קּ ᶊ ᶄᵮᴂ קּ ᶇbᶎ ᵧ ᵫ│ᶉᶩᶝᵸG  
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２ 老朽建築物等対策の取組状況 

板橋区では、空家特措法、対策条例及び対策計画 2025 に基づき、老朽建築物等の所有者等

に対し、啓発、助言・指導等の措置及び支援を行うことにより適切な維持管理を促すことで、

H25・26 実態調査で空家等、老朽建築物と判定した物件の総数を令和７（2025）年度までに減

少させることをめざしてきました。 

中でも特に老朽判定Ａと判定した 207件については、令和７（2025）年度までに全て解消す

ることをめざして取り組んだ結果、令和６（2024）年度末で目標数値を達成しましたが、依然

として解消されない物件も残っており対応を進めているところです（※補完調査により、新た

に老朽判定Ａと判定した物件を含み、累計解消数 207件以上となりましたが、当初老朽判定Ａ

の物件の一部で未だ解消されていないものがあります）。 

 

 
 ḱḻ᷄ᶍ ֩  ֪

 

 

 

 ᶍ  
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 ᶊ ᶪ  

年 月 内 容 

平成25（2013）・26（2014）年度 ・老朽建築物等実態調査を実施 

平成26（2014）年11月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の公布 

平成27（2015）年２月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部施行 

平成27（2015）年４月 
・板橋区老朽危険建築物に係る緊急安全対策工事実施要綱を施行 

（平成29（2016）年２月に対策条例の施行を受け廃止） 

平成27（2015）年５月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行 

平成27（2015）年７月 

・板橋区老朽建築物等対策検討会議設置要綱を施行 

・板橋区老朽建築物等対策協議会設置要綱を施行 

（平成29（2016）年２月に対策条例の施行を受け廃止） 

平成28（2016）年３月 ・「板橋区老朽建築物等対策計画2025」を策定 

平成28（2016）年12月 ・東京都板橋区老朽建築物等対策条例を施行 

平成29（2017）年１月 
・板橋区老朽建築物等除却費助成金交付要綱を施行 

・板橋区老朽建築物等対策専門家派遣支援要綱を施行 

平成29（2017）年１～３月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく行政代執行の実施 

平成29（2017）年４月 ・都市整備部建築指導課に老朽建築物グループを設置 

令和元（2019）年度 ・老朽建築物等実態調査（補完調査）を実施 

令和３（2021）年４月 ・板橋区老朽建築物等対策専門家派遣事業を拡充 

令和５（2023）年６月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布 

令和５（2023）年12月 ・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行 

令和６（2024）年３月 ・東京都板橋区老朽建築物等対策条例を一部改正 

令和６（2024）年度 ・老朽建築物等実態調査を実施 

令和８（2026）年３月 ・「板橋区老朽建築物等対策計画2035」を策定 
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３ 老朽建築物等対策の主な実績 

֩ ֪ 2֩02 4֪   

ӡ  

「板橋区老朽建築物等対策計画 2035」を策定するにあたり、区内に存在する老朽建築物等に

ついて実態調査を行うとともにその調査結果を整理・分析し、対策計画の基礎資料とすること

を目的に実施しました。 

 

Ӣ ᶍ  

〇 期 間：令和６（2024）年８月～令和７（2025）年１月 

〇 調査範囲：板橋区全域（32.22㎢） 

〇 調査対象：独立住宅、集合住宅（３階建て以下）、 

商業系及び工業系建築物（３階建て以下の小規模なもの） 

〇 調査棟数：81,663棟 

〇 調査内容：外観目視による調査 

・現地調査一巡目（建築物の老朽判定調査） 

・現地調査二巡目（老朽判定Ａ,Ｂと判定した建築物の詳細調査） 

・所有者調査、所有者等へのアンケート調査 

 

ӣ ᶍ  

調査は、建築物の老朽判定を原則公道からの外観目視により実施し、居住者や近隣への聞き

取りは行っていません。 

また、一巡目と二巡目判定に分けて行っており、一巡目判定では、建築物の傾斜、基礎、外

壁、屋根の状況による老朽判定調査を行い、全対象建築物を４段階（Ａ～Ｄ）に分類するとと

もに、空き家（居住又は使用の有無）の判定も行いました。 

二巡目判定では、一巡目判定において抽出された老朽判定Ａ及びＢの建築物について、４つ

の事項（建築物の傾斜、基礎、外壁、屋根）の詳細調査に加え、工作物等、門・塀・擁壁、ご

み、立木の状況を確認するとともに、構造、階数、建物用途について判定しています。 
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Ӥ ᶍ  

老朽判定は、（ア）建築物の傾斜、（イ）基礎の状況、（ウ）外壁の状況、（エ）屋根の状況を

下表に示す判定基準により、それぞれＡ～Ｄの判定を行っています。なお、総合評価は、調査

項目（ア）から（エ）の中で最も老朽判定の高い項目をもって評価しました。 

 

  

ﾗﾝｸ 木造 非木造 
（ア） 建築物の傾斜（全体） 
Ａ 明らかに傾斜（1/20 が目安）し、倒壊等のおそれがある（著しい柱・梁等の破損・腐朽・腐食・ずれ） 
Ｂ 全体的にたわみがみられる（柱・梁等の破損・腐朽・腐食・ずれ） 
Ｃ 一部にたわみがみられる 
Ｄ 傾斜は認められない 
不明 － 
（イ） 基礎の状況 
Ａ 基礎がない、基礎・土台の腐敗・破損・変形が倒壊のおそれがあるほど著しい 

Ｂ 
不同沈下がある 
基礎・土台の腐朽、破損、変形等が目立つ 基礎にひび割れ等が目立つ 

Ｃ 一部にひび割れが発生している 一部にひび割れが発生している 
Ｄ 異常は認められない 
不明 － 
（ウ） 外壁の状況 

Ａ 
外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により著し
く下地が露出しているもの又は壁を貫通する穴を
生じているもの 

ひび割れが著しい・崩落している 

Ｂ 
外壁の仕上げ材料の剥落・腐朽・破損により下地
の一部が露出している 

外壁の仕上げ材料の錆びやひび割れが発生している 

Ｃ 
ひび割れが発生しているが、危険性は認められな
い 

一部にひび割れが発生している 

Ｄ 多少の汚れはあるが問題ない 
不明 － 
（エ） 屋根の状況 
Ａ 屋根が著しく変形したもの又は穴が開いているもの 
Ｂ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの又は軒のたれ下がったもの（たわみ） 
Ｃ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがある 
Ｄ 問題はない 
不明 － 
（オ） 工作物等の状況 
Ａ 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等で落下の危険性が高いもの 
Ｂ 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が著しく腐食しているもの 
Ｃ 看板、給湯設備、屋上水槽、バルコニー、手すり等の支持部分が多少腐食しているもの 
Ｄ 異常は認められない 
不明 － 
（カ） 門・塀・擁壁の状況 
Ａ 門・塀・擁壁に破損・ひび割れが生じ、著しく傾斜し、崩壊のおそれがある 
Ｂ 門・塀・擁壁に破損・ひび割れが生じているが、軽度な傾斜で、崩壊のおそれはない 
Ｃ 門・塀・擁壁に軽微な破損・ひび割れが生じているが、傾斜はない 
Ｄ 異常は認められない 
不明 － 
（キ） ごみの状況 
Ａ 敷地内でごみが著しく散乱、放置（山積みのまま）、投棄されている 
Ｂ 敷地内が清掃されておらず、ごみが散乱、山積みとなっている 
Ｃ 敷地内に多少のごみはあるが、山積みまではなっていない 
Ｄ 敷地内にごみはない 
不明 － 
（ク） 立木の状況 

Ａ 
著しい立木の傾斜・幹の腐朽、大枝の折れにより、倒壊・落下のおそれがある 
著しい立木のはみだしにより、隣家破損、歩行者等の通行の妨げのおそれがある 

Ｂ 
立木の伐採、補強等がなされておらず、大枝の折れ、腐朽が認められる 
立木の剪定等がされておらず、隣地・道路等へのはみ出しが認められる 

Ｃ 立木の管理があまりされていないが、折れや腐朽、はみ出しが認められない 
Ｄ 立木の管理が適切にされている 
不明 － 
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ӥ ᵬּק ᶍ  

空き家判定は、調査対象建築物（当該建築物に附属する倉庫その他の工作物を含む）で、現

に居住又は使用されていないものとし、以下の項目に基づき総合的に判断しました。 

なお、建築物の一部分でも居住又は使用している場合は、「現に居住又は使用している」もの

として扱い、「空き家」としては扱わないこととしています。 

 

 ᵬּקᶍ  

項目 主眼点 

建
築
物 

出入口 施錠・扉の状況、侵入防止の措置、表札がないなど 

窓・外壁・屋根 破損、雨戸、侵入防止の措置、カーテンがないなど 

郵便受け 放置郵便物、塞ぎなど 

電気メーター 通電の有無 

ガスメーター 通ガスの有無 

敷
地 

雑草の繁茂 敷地の管理状況 

車庫・駐車場 自動車・自転車の放置、ガレージの状況 

そ
の
他 

空き家の看板 移転のお知らせ、不動産業者等の看板・貼り紙 

その他 特記すべき事項 
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Ӧ ֹ֩ו וֹ  ֪

R６実態調査の結果をみると、老朽判定Ａ（危険）の物件は前回調査（H25・26実態調査）か

ら減少し、対策が一定の効果を上げている一方で、改善されない老朽判定Ａ・Ｂの物件が依然

として存在していることが分かりました。 

また、空家等に着目すると、老朽判定Ｃ（当面の危険性なし）の物件は前回調査時の 706件

から 1,306件へ、老朽判定Ｄ（安全）の物件は 347件から 782件へと、それぞれ約２倍に増加

しています。今後、これらの物件が危険な状態へ進行するのを未然に防ぐため、早期の予防が

一層重要になると考えられます。 

 

  

老朽判定 
R６実態調査 

件数（うち空き家） 

H25・26実態調査 

件数（うち空き家） 

増減 

件数（うち空き家） 

Ａ 

（危険） 
105 （57） 207 （118） ▲102 （▲61） 

Ｂ 

（やや危険） 
663 （223） 855 （354） ▲192 （▲131） 

Ｃ 

（当面の危険性なし） 
16,723 （1,306） 18,391 （706） ▲1,668 （600） 

Ｄ 

（安全） 
64,172 （782） 57,415 （347） 6,757 （435） 

合計 81,663 （2,368） 76,868 （1,525） 4,795 （843） 

 

 

 
 ᵬּקᶍ ֩  ֪  

347

782

706

1,306

354

223

118

57

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成25・26(2013・2014)年度 令和6(2024)年

（件）

老朽判定A（危険） 老朽判定B（やや危険）
老朽判定C（当面の危険性なし） 老朽判定D（安全）

老
朽
判
定
C
・
D
合
計
は

前
回
調
査
の
約
2
倍
に
増
加

老朽判定A・B合計は、前回調査から約4割減少



 

22  

 

 
ӧ ᶷḻ᷆ᴻḐ  וֹ

今後の老朽建築物等への対策を促進していくための基礎資料とするため、所有者へ現状の維

持管理や困っていること、さらには今後の予定、利活用への意向等についてアンケート調査を

行いました。 

 

ᶷḻ᷆ᴻḐ ᶍ  

〇期    間：令和 6(2024)年 12月～令和 7(2025)年１月 

〇調査方法：郵送による配付 回収は返信用封筒及び Web 

〇調査対象：老朽判定Ａ・Ｂの建物所有者または土地所有者 

           （建物所有者 ①416件 土地所有者 ②346件 ※所有者特定不可の６件を除く） 

               老朽判定Ｃ・Ｄの空家等の建物所有者 等 （サンプル調査 ③338件） 

〇件    数：送付件数   1,100件（①416件＋②346件＋③338件） 

到達件数     936件 

回答件数     221件（①・②153件＋③68件） 

回答率       23.6％ 

    

  ¹ ᶍ ֩ ᴴᶍ  ֪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 未回答除く回答件数111件 

   ¹ ᶍ ᶍᵬᶂᵪᵰ֩ ᴴᶍ  ֪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 未回答除く回答件数 111件    

30～39歳,

1件,

1.0%

40～49歳,

3件,

3.0%

50～59歳,

7件,

6.9%

60～69歳,

33件,

32.7%

70～79歳,

26件,

25.7%

80歳以上,

30件,

29.7%

不明,

1件,

1.0%

 

老朽判定Ａ・Ｂの建物所有者は、「60〜69歳」

が 33 件（32.7％）、「70〜79 歳」が 26 件

（25. 7％）、「80歳以上」が 30件（29. 7％）

となり、半数以上は 70 歳以上となりまし

た。 

建物所有者は、高齢者が多いため、今後も

空き家は増加することが見込まれます。 

 

「建築物をどのように取得したか」の質問

では、老朽判定Ａ,Ｂの建物所有者は「相

続」が 65件（64.4％）と一番多く、相続

による取得が半数以上を占めています。 

相続,

65件,

64.4%

贈与,

3件,

3.0%

新築の住宅

を購入,

2件,

2.0%

中古住宅を

購入,

16件,

15.8%

土地を取得

後に新築,

8件,

7.9%

従前の建物

を建替え,

3件,

3.0%

その他,

4件,

4.0%



 

第 2章 板橋区における老朽建築物等の現状 

23  

 

¹ ᶱ ᵶᶅᵣᶉᵣ ֩ קּ ᶍ  ֪ ă  

 

 

 

 

 

     

¹┐ ᶆ ᶂᶅᵣᶪᵲᶇ֩ קּ ᶍ  ֪ ă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 老朽判定Ｃ・Ｄの建物所有者 回答件数 43件 

 

空き家となっている建物の所有者に対し、「使用していない理由」を聞いた質問では、老

朽判定Ａ・Ｂ、Ｃ・Ｄのいずれも「建築物が老朽化して危険なため」が多く、次いで「居住

していた人が亡くなったため」でした。また、その他として建て替え希望や借主の変更、荷

物の残置などが挙げられます。 

2

2

8

2

2

6

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

その他

何をすればよいかわからない

建築物が老朽化して危険なため

買い手・借り手、寄付・贈与先

を探しているため

相続の関係等で手が付けられないため

居住していた人が亡くなったため

居住していた人が高齢者福祉施設・

病院等へ入所・入院しているため

4

3

4

2

1

3

2

0 1 2 3 4 5

その他

何をすればよいかわからない

建築物が老朽化して危険なため

買い手・借り手、寄付・贈与先

を探しているため

相続の関係等で手が付けられないため

居住していた人が亡くなったため

居住していた人が高齢者福祉施設・

病院等へ入所・入院しているため

■ 老朽判定Ｃ・Ｄの建物所有者 回答件数 19件 

（1）  

■ 老朽判定Ａ・Ｂの建物所有者 回答件数 24件 

 

老朽判定Ａ・Ｂでは、「家屋外回り（屋根・外壁等）の修理」が36件、「庭木の剪定、

除草」が19件、「家屋内の清掃」が13件でした。一方で「困っていることはない」との回答

が30件ありました。 

老朽判定Ｃ・Ｄでは、「家屋外回り（屋根・外壁等）の修理」が12件、「家屋内の清

掃」が９件、「庭木の剪定、除草」が６件、「困っていることはない」が11件でした。 

いずれも「家屋外回り（屋根・外壁等）の修理」が最も多く、次いで「困っていること

はない」が多い結果でした。また、その他として、ごみの不法投棄や近隣からの害獣の侵入

などが挙げられました。 

10

30

3

19

36

13

0 10 20 30 40

その他

困っていることはない

害虫等の発生

庭木の剪定、除草

家屋外周り（屋根・外壁等）の修理

家屋内の清掃

2

11

3

6

12

9

0 5 10 15

その他

困っていることはない

害虫等の発生

庭木の剪定、除草

家屋外周り（屋根・外壁等）の修理

家屋内の清掃

■ 老朽判定Ａ・Ｂの建物所有者 回答件数 111件 
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֩ ֪ קּ ᶒ ᶍ  

対象となる空家等や老朽建築物が周囲の日常生活に重大な支障がでるような悪影響を与え

ている状態と認められる場合等に、板橋区が認定しています。 

                              （件） 

 

H28（2016）年度 

～ 

R３（2021）年度 

R４（2022）年度 R５（2023）年度 R６（2024）年度 計 

認定数 105 11 ７ ２ 125 

解消数 61 17 ９ 10 97 

 

֩ ֪  

特定空家等又は特定老朽建築物として認定した建築物は、部分的な補修では改善が難しく、

建築物全体の除却を行う必要性が高いことから、費用負担の軽減を図るため、所有者支援とし

て除却に要する費用の一部を助成しています。 

                             （件） 

 R３（2021）年度 R４（2022）年度 R５（2023）年度 R６（2024）年度 

無接道敷地 １ ３ ０ ０ 

接道敷地 ５ ４ ２ ２ 

計 ６ ７ ２ ２ 

 

֩ ֪ קּ ⱱ  

所有者等が抱えている様々な問題の解決のために、建築士、司法書士や不動産鑑定士等の専門

家を派遣し、適切な提案やアドバイスを行う所有者支援事業を行っています。 

                           （件） 

 R３（2021）年度 R４（2022）年度 R５（2023）年度 R６（2024）年度 

建築士 ８ ３ １ ６ 

司法書士 １ １ ０ ０ 

不動産鑑定士 ０ ０ ０ ０ 

計 ９ ４ １ ６ 
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֩ ֪ ꞌ 

地域住民等から区に対する老朽建築物等に関する相談件数は、年間約 100件程度あり、相談

や情報提供があった場合は現地確認を行い、老朽建築物等の所有者に対し適切な維持管理を促

しています。 

板橋区の相談の分類をみると、「建築物等の老朽化・破損等」の相談件数を「樹木の繁茂、ハ

チの巣等」の相談件数が上回っている状況が継続しています。 

                             （件） 

年度 R２（2020）年度 R３（2021）年度 R４（2022）年度 R５（2023）年度 R６（2024）年度 

相談件数 100 96 106 111 94 
 
ü ᶉ  

ӡ ּטᴴ ᶊ ᵸᶪᵲᶇ 

・何十年も空家等の状態であり、建築物がボロボロです。建築物も古く、損傷している箇所

もあり不安です。 

・老朽化した空家等の部材（雨どい、窓枠、瓦、外壁材等）が落下しています。 

 

Ӣ ᶣ ᶊ ᵸᶪᵲᶇ 

・空家等の樹木が生い茂って、道路や隣接地に越境し、支障がでています。 
 

ӣ ᴴ ᶊ ᵸᶪᵲᶇ 

・空家等の庭に雑草が生い茂って、害虫が大量に発生しています。 

・空家等に害獣（ハクビシン・アライグマ等）が棲み着いています。 

・空家等にハチの巣ができて、危険です。 

 

Ӥ ᶊ ᵸᶪᵲᶇ 

・隣地が空家等となり、防犯上心配です。 

・空家等にごみが放置されていて、放火等が心配です。 

 

ӥ ᵼᶍ  

・所有者を知っていますが、直接話すのは怖いです。 

・空家等の所有者等と連絡をとりたい。連絡をくれるように依頼できませんか。 

・所有者等らしき人を最近見かけなくなりました。今後の管理が心配です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ᵪᶨⱢ ᵶᵾ ᴲ╗ ᶍ ᶱ ᵾᵺᶏ ᶨ ᶆᵬᶝᵸ̈ 

令和５（2023）年４月１日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者 

に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の要件＊を満たせば自ら

枝を切り取ることができるようになりました。＊：一定の要件についてはP.106を参照 

老朽建築物等の敷地から枝が越境する事例も多く、隣地所有者が対応しやすくなった

ことで、従来のような対応の遅れや対応不能といった問題への対処が可能になりました。 
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４ 老朽建築物等対策の分析 

֩ ֪ ᶍ  

板橋区では、区民からの相談・情報提供のあった空き家や老朽建築物について、現地調査を

行い状況の確認をするとともに、必要に応じて所有者等調査を行っています。 

今回、令和６（2024）年度に相談のあった 94件の所有者等調査に焦点を当てて、分析を行い

ました。 

 

ü ᵪᶨ ᶊ ᶱ ᶫᶪᶝᶆᶍ  ʟ

 

※手順の③以降は順番が入れ替わる場合もあります。 

 

 

  

陳情を受ける（パトロール含む）

①現場実査・聞き取り調査

②登記事項証明書（全部事項証明書）

所有者等へ通知（又は訪問）

空き家ではなく

老朽化している

（居住有）
※借家の場合、

借家人に聞く。

それでもわからない

場合は②へ。

空き家

所有者等

が判明

住所が空き家と同じ

③都税事務所照会（固定資産税納税者情報）

所有者等

が判明

④住民台帳閲覧 ⑤戸籍等取得

住所が空き家と同じ

所有者等

が判明

介護認定

されている

⑥介護保険

所有者等

が判明

⑦生活保護等

生活保護等

その他情報収集

所有者等

が判明
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ü ᵫ╗ ᶆᶡ ᵶᵾ ֩  ֪

令和６年度に相談のあった 94 件のうち所有者等に通知や訪問等を必要とした 75 件につい

て、先方の連絡先を知りえた手段を確認しました。 

また、令和元年度にも同様の分析を行っており比較してみると、以前は登記事項の取得で所

有者等が判明していましたが、現在では戸籍謄本等取得まで行わないと所有者等が判明しない

事例が多くなっていることが分かります。これは、空き家の増加に伴って相続等権利に関する

問題や相続放棄など、複雑な問題が多くなってきていることが要因と考えられます。それでも

依然として、登記情報の取得は所有者等を把握する上で有効な手段であり、相続登記の義務化

により、登記情報の取得はより効果が増していくと思われます。 

 

 

 

 

 

 

֩ ֪ ᵫ ᵧᶅᵣᶪ ᶍ  

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までに区民からの相談や情報提供のあった物件

に関して、所有者等と接触はできているが未だ解決できていない事案の対応履歴から所有者等

の抱えている問題の分析を行いました。  

①5.3%

②29.4%

③14.7%
④50.7%

⑤0.0%

令和６年度

①現地調査（聞き取り等）

②登記事項の取得

③都税事務所照会

④戸籍謄本等取得

⑤その他情報収集

①9.0%

②48.3%
③20.2%

④15.7%

⑤6.8%

令和元年度

①現地調査（聞き取り等）

②登記事項の取得

③都税事務所照会

④戸籍謄本等取得

⑤その他情報収集
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年度 相談件数 解決率 
未解決 

件数 

未解決事案の内訳 

建築物 
その他 

（樹木・害獣害虫等） 

R２（2020）年度 100件 86.0％ 14件 ９件 ５件 

R３（2021）年度 96件 79.2％ 20件 ７件 13件 

R４（2022）年度 106件 76.4％ 25件 14件 11件 

R５（2023）年度 111件 74.8％ 28件 11件 17件 

R６（2024）年度 94件 67.0％ 31件 16件 15件 

 

 

 ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᶊ ᶨᶉᵣ ╣ 

 

 

 ∙ ֩ ᶍ ᴲḗḉᶍ  ᶍ֪ ᵫ ᶊ ᶨᶉᵣ ╣ 
 

建築物に関する相談では、「相続等権利に関する問題」、「管理意識の問題」が解決に至らない

主な要因であり、全体の半数以上となりました。 

一方で、建築物以外に関する相談では、建築物に関する相談に比べ「管理意識の問題」が大

きな割合を占めていました。さらに「相続等権利に関する問題」、「身体的な事情」と合わせる

と全体の９割近くをこの３つの要因が占めていることを確認しました。  

24.5%

10.5%

33.3%

10.5%

1.8%

19.3% 相続等権利に関する問題

経済的な事情

管理意識の問題

身体的な事情

敷地の問題

その他

27.9%

5.0%
47.5%

13.1%

0.0% 6.6%

相続等権利に関する問題

経済的な事情

管理意識の問題

身体的な事情

敷地の問題

その他
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֩ קּ֪ ᶒ ᶍ  

ӡ ᶊᶧᶪ  

 
Ӣ ∙ ᶍ ᶊᶧᶪ  

 

◎ 警察署・消防署との連携 

＜物件情報＞ 

構造・階数：木造２階建て 

建 築 年：昭和45年 

経緯・経過：建築物の外壁が剥落していると区民から110番通報があり、警察署から板橋 

区へその旨の連絡が入りました。 

現場の状況を確認したところ、今後も外壁が落ちる危険性があること、人 

通りのある道路に面していることから、緊急対応が必要と判断し、消防署 

へ要請をしました。その際は警察官立ち合いの元、消防隊員が家屋に入り 

緊急安全措置としてブルーシートで外壁を覆いました。 

その後は、所有者と交渉を続け、通行人などの被害が出る前に建築物の解 

体に至りました。 

 

◎ 相続財産管理人 

＜物件情報＞ 

構造・階数：木造２階建て 

建 築 年：昭和33年 

経緯・経過：当該物件は、所有者が溜め込んだごみや建築物の老朽化により近隣住民の生

活に重大な影響を与える状態が続いており、庁内関係部署が連携し指導や説

得を行ってきましたが、抜本的な解決には至りませんでした。 

しかし、所有者が死亡したこと、同年に空家特措法が完全施行されたことを 

受け、庁内検討会議や学識経験者等で構成される協議会での意見聴取等を経 

て、行政代執行の実施により解消されることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、借地であったことから、土地所有者から委託を受けている管理会

社が、応急的な措置として建築物の周囲に養生シート張りを施しました。 

その後、土地所有者が建築物を除却したことで、完全に解消されることに

なりました。 

実施後 実施前 
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֩ ֪ קּ ᶍ ᶍ  

板橋区が「周囲の日常生活に重大な支障が出るような悪影響を与えている状態」と認定した

物件に関して、敷地の所有の有無や接道の有無について分析しました。 

なお、分析時点の認定件数は 125件、認定解除件数は 97件です。（令和７年３月 31日時点） 
 

 
接道の有無 

計 
あり なし 

敷地を所有 54件（59.3％） 37件（40.7％） 91件（72.8％） 

借地 25件（73.5％） 9件（26.5％） 34件（27.2％） 

計 79件（63.2％） 46件（36.8％） 125件     

また、認定が解除された 97 件については、どのような傾向があり、認定解除に至った要因

が何なのかについても分析しました。 

 
ӡ ᶍ  

接道の有無は、土地の価値や跡地活用に大

きく影響します。認定が解除された物件のう

ち 68.0％は接道があり、32.0％は接道なしと

なっていて、「接道あり」の方が、認定が解除

された割合は多い傾向にあります。 

 
Ӣ ᶍ  

次に、老朽建築物等の所有者支援として行

っている『除却費助成事業』に着目しました。 

解除された物件のうち、助成事業を利用し

たのは 36.1％、利用していないのは 63.9％と

なっていて、除却費助成事業を利用しないで

除却等をしている方が多い状況でした。 

 

ӣ ᶍ ᶇ ᶍ  

前述の除却費助成事業は、接道の有無によ

り、助成金の補助率や上限金額に違いがあります。そのことから、『接道の有無』と『除却費助

成事業』の関係についても集計しました。 

解除された 97 件のうち、接道がある 66 件中 26 件が除却費助成事業を利用しました。利用

率は 39.4%でした。次に接道がない 31件については、そのうち９件が除却費助成事業を利用し

ました。利用率は 29.0%でした。売買や建て替えが難しい接道がない物件の方が、除却費が高

くなる傾向がありましたが、接道がある物件の方が多い結果となりました。 

除却費助成事業の利用については、接道の有無が影響しているわけではないことが分かり、

また、除却費に関して少しでも支出を抑えたいという所有者の心理が働くことを鑑みても、利

用率自体が低い結果となりました。この結果から、所有者等の負担を軽減できる除却費助成事

業のさらなる啓発の必要性を確認しました。 

36.1%

63.9%

利用あり
利用なし

( 35件)  

( 62件)  

68.0%

32.0%

接道あり

接道なし

(31 件)  

(66 件)  
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Ӥ ᶍ  

認定が解除された 97件のうち 94件が建築物の除却によるもの、残り３件は改修工事を行っ

たことで状況の改善が図れたものとなっています。 

建築物の除却により解消した 94 件の跡地利用状況としては、55 件（58.5%）が更地のまま、

29 件（30.9%）が再建築により新築住宅となっています。残り 10 件（10.6%）は駐車場として

利用されています。 

また、建築物の除却で認定が解除された 94件のうち接道がない敷地に着目すると 29件とな

っており、そのうち 24件（82.8%）が更地のままとなっています。この数値は、接道のない敷

地で除却がされても再建築ができず、跡地利用が難しいことを示すものとなりました。   
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５ 課題 

֩ ֪ ᶊᶧᶪ☼  

老朽建築物等を長期にわたり適切に管理せず放置すると、保安・衛生・景観・周辺環境の４

分類にわたり悪影響が連鎖的に拡大します。 

下の表では、老朽建築物等の放置による主な影響と具体例を示しています。たとえば、保安

面では強風時に瓦が飛散して隣家車両を破損させるケース、衛生面ではハチの巣やシロアリ、

アスベスト含有スレートの破砕による健康被害のおそれが報告されています。 

こうした影響は、所有者が負う損害賠償責任や地域住民の安全・安心を脅かすことに直結す

るだけでなく、火災・不法侵入・ごみ投棄といった二次被害を招き、周辺環境の劣化を加速さ

せます。 

本計画では、図に整理した４分類をリスク評価の基礎とし、段階的な対策メニュー（予防・

改善・除却）を展開します。 

なお、適切な管理を怠った結果として第三者に被害が及んだ場合、民法上の賠償責任は所有

者等が負うことになるため、対策の実施は地域の安全確保だけでなく、所有者自身のリスクマ

ネジメントの観点からも不可欠です。 

 

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶉ☼  

区分 主な影響 具体例（近年の相談・事例等） 

①保安上の問題 倒壊・屋根材／外壁材の落下、樹木転倒

などによる第三者被害リスク 

強風時に瓦が飛散し隣家車両を 

損傷 等 

②衛生上の問題 害獣・害虫、カビ、アスベスト飛散、 

残置物臭気 

ハチの巣・シロアリ、アスベスト

含有スレート破砕 等 

③景観上の問題 雑草・落書き・破損外観による景観の 

著しい阻害 

商店街空家のシャッター錆と放置

看板 等 

④周辺環境の保全 空家火災・不法侵入・ごみ投棄の温床化 可燃物放置空家でぼや発生 等 
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֩ ֪ ᶱ ᶠᶪ ᶆᶍ  

老朽建築物等がもたらす保安・衛生・景観・環境面の悪影響を低減し、適切な管理・解消を

図るためには、所有者の意識・能力、住宅市場や税制の仕組み、敷地・建築物を取り巻く法制

度など、多岐にわたる要素を同時に改善していく必要があります。R６年度実態調査や所有者

等アンケートの分析からは、空家等の継続的な発生や管理意識の低下といった構造的課題に加

え、支援策の十分な浸透や物理的・法的制約物件への対応といった実務上の課題が浮き彫りに

なりました。 

本計画では、これらの課題を「①空家等の継続的な発生」、「②所有者等の管理意識不足・管

理能力低下」、「③支援策の活用促進・周知徹底」、「④解消困難な空家等への対応」の４つの視

点から整理し、下表に示します。 

 

 ᶱ ᶠᶪ ᶆᶍ  

対策を進める上での課題（視点） 課題に係る板橋区の実情 

① 空家等の継続的な発生 ・R６実態調査結果では、老朽判定Ｃ・Ｄの空家等が前回調査比約

２倍に増加し、潜在的リスクの裾野が拡大している。 

・所有者等アンケートでは「取得のきっかけ＝相続」が約５割で、

居住者の施設入所・死亡後に相続手続きが長期化し、空家化し放

置に至るケースが多い。 

②所有者等の管理意識不足・ 

管理能力低下 

・所有者等アンケート調査などから、「建物の状況をよく知らな

い」、「遠方で確認できない」など現状把握の不足が見られる。 

・高齢化社会の進展及び高齢者単身世帯の増加を背景に、費用・時

間制約があり、維持・修繕コストを捻出できないケースや、「困

っていないから」と問題を先送りするケースが見られる。 

・所有者の認知症、相続者多数などの問題から、意思・方針決定が

困難な世帯の増加により、管理不全状態への移行が懸念される。 

③支援策の活用促進・周知徹底 ・所有者等アンケートでは、「個別相談会」、「専門家派遣」を求

める声が多い一方、東京都「空き家ワンストップ相談窓口」や区

の専門家派遣支援事業の認知度は５割未満である。 

・高齢の所有者等へのアプローチ方法として、デジタル化された媒

体のみではなく、紙媒体や対面での周知も求められている。 

④解消困難な空家等への対応 ・無接道敷地・狭小地など物理的制約物件が解体後も活用されず残

置されやすい。 

・所有者不存在・共有多数化で処分合意形成が難航する場合や、借

地上空き家では地代のみ支払い、放置する場合もあり、土地所有

者との利害調整が進まない。 

・固定資産税の住宅用地特例解除を嫌い、更地化を回避する傾向も

見られる。 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

老朽建築物等対策の基本方針 

１ 計画の目標 

２ 計画を推進するための基本理念及び 

行動指針 

３ 対策の方向性 
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３ 老朽建築物等の基本方針  

計画の目標 老朽建築物等の総数減と老朽化の予防対策に努め、令和８（2026）

年度から令和 17（2035）年度までの間に、老朽判定Ａと判定した物

件を累計解消件数 105 件、老朽判定Ｂと判定した空家等を累計解消

件数 223 件をめざします。 

協力して数値目標を達成し、 

基本理念に示す将来像をめざす 

 

 

計画を推進するため

の基本理念及び行動

指針 

老朽建築物等対策における基本理念（めざす将来像）に基づき、

対策を効果的に推進するための３つの行動目標を示します。 

基本理念 行政、所有者等と地域住民が協力して「安心・安全で

快適なまち」をめざす 

行動指針①【予防・啓発の強化】 

行動指針②【適切な管理の促進】 

行動指針③【除却の促進】 

対策の方向性 老朽建築物等の分類に応じて、行動指針を意識した対策の具体的

な方向性を示しています。 
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１ 計画の目標 

板橋区が老朽建築物等に関する情報提供や啓発を行うことによって、所有者等に建築物やそ

の敷地の適切な維持管理を促し、老朽建築物等の総数減をめざすとともに、危険な老朽建築物

等になることを抑制するよう、老朽化の予防対策に努めます。 

また、R６実態調査で老朽判定Ａとした老朽建築物等と老朽判定Ｂとした空家等については、

板橋区が積極的に助言・指導等を行うことにより、令和８（2026）年度から令和 17（2035）年

度までの間に老朽判定Ａ累計解消件数 105件、老朽判定Ｂの空家等累計解消件数 223件をめざ

します。 

 

 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

成果指標 
令和６（2024）年度 

調査時点の件数 
目標 

老朽建築物等の件数（累計） 

老朽判定Ａ（危険） 
105件 

 

解消 空家等の件数（累計） 

老朽判定Ｂ（やや危険） 
223件 

 

２ 計画を推進するための基本理念及び行動指針 

本計画を効果的に推進するために、前項で示した数値目標を達成するためには、行政、所有

者等、地域住民が一体となり、老朽建築物等の解消に向けた共通意識を持ち、協力し合うこと

が不可欠です。 

よって、板橋区では、老建築物等対策の基本理念として、「行政、所有者等と地域住民が協力

して『安心・安全で快適なまち』をめざす」を掲げて、快適なまちづくりの実現を図ります。 

また、上記の基本理念に基づく３つの行動指針を定めることにより、発生予防・啓発の強化、

適切な管理及び除却を促進します。 

 

 
 ᶍ ᶒ   

基本理念

行政、所有者等と地域住民が協力して「安心・安全で快適なまち」をめざす

行動指針①【予防・啓発の強化】

行動指針

老朽建築物等が新たに発生しないよう予防・啓発を総合的に強化

行動指針②【適切な管理の促進】

周囲に悪影響を及ぼす特定空家等となる前の段階の対応として管理の確保

行動指針③【除却の促進】

除却等のさらなる促進に加え、解消困難な老朽建築物等への対策を促進
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３ 対策の方向性 

板橋区では、老朽建築物等に起因するリスクを抜本的に減らすためには、4 つの課題で示し

た構造的要因に対して、段階的かつ重層的に働きかける必要があります。 

本計画では、建築物のライフサイクルとリスク段階を軸に、３つの行動指針を包括した「予

防・管理・除却の循環モデル」を採用します。 

 

 ᶍᶌᶨᵣ ᶒ ᶇᶍ ᶉ ꞌ  

行動指針 ねらい 課題との主な対応関係 

① 予防・啓発の強化 潜在する空家等の発生抑制と早期自助促進 
①空家等の継続的な発生 

②所有者等の管理意識不足 

② 適切な管理の促進 進行する老朽化のリスク低減と利活用支援 
②所有者等の管理能力低下 

③支援策の活用促進 

③ 除却の促進 深刻化・解消困難段階での早期安全化 ④解消困難な空家等への対応 

 

ӡ ᴴ ᶍ  טּ

相続・高齢化フェーズへの先回り支援を行うなど、空家等が発生しにくい環境を整えます。

また、所有者のライフイベントに合わせた情報発信などの啓発を拡充します。 
 
Ӣ ᶉ ᶍ  

改正法で新設された管理不全空家等（候補を含む）をターゲットに、専門家と連携した助言

や、指導・勧告を組み合わせた伴走型支援を展開します。相談窓口を受け皿として、庁内・外

部団体等との連携を加速させ、周知・支援において高齢者・遠方所有者等を含む多様な層に対

応します。 
 
ӣ ᶍ  

老朽建築物等除却費助成のほか、無接道敷地などの物理的制約物件には、接道している隣地

（土地）と統合し、一体として利用するなどの有効手段を後押しし、除却を促進します。また、

所有者不明や不存在となっている解消困難な物件については、民法の制度を利用するなど、除

却へ向けた取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᶊ ᶄᵮ ᶍ  
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４ 老朽建築物等対策に関する取組・施策  

実態の把握 建築物の老朽度や管理状況を明確にし、今後の対策の優先度を判

断するための基礎資料を整備します。 

将来像の実現に向けた現状の取組と 

未然に防ぐための取組 

 

 

施策の体系 第２章で整理した４つの主な課題と、第３章で示した３つの行動

指針の関係性を示すとともに、各行動指針に基づき、板橋区が推進

する基本施策を体系的に示します。 

具体的な施策・ 

取組内容 

３つの行動指針に沿って、現行施策の継続又は強化、新規施策の

創設に分けて具体的な施策・取組内容を整理して示します。 

また、行動指針①【予防・啓発の強化】、行動指針②【適切な管理

の促進】、行動指針③【除却の促進】欄を分け、主に関連する施策を

明示するほか、その他の行動指針にも関連する施策はアイコンで可

視化し、読者が関連性を俯瞰できるように整理しています。 

今後の対応 前節で示した施策・取組だけではなく、顕在化又は潜在化してい

る課題を解決するため、継続して施策・取組の具体化を図る必要が

ある事項を「検討中事項」として示します。 

これらは、計画を運用していく中で、具体化された施策・取組か

ら「３ 具体的な施策・取組内容」に追記するものとし、今後の取

組の方向性・体制整備の考え方・外部連携の必要性などを整理して

おきます。 
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１ 実態の把握 

老朽建築物等の適切な管理・活用を推進するためには、現状を正確に把握することが不可欠

です。本計画では、区内全域の老朽建築物等の管理状況や分布状況を詳細に把握し、効果的な

対策につなげるため、①個別調査、②大規模調査、③データベースの整備及び管理を実施しま

す。 

これにより、建築物の老朽度や管理状況を明確にし、今後の対策の優先度を判断するための

基礎資料を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①個別調査 

地域住民からの情報提供（陳情・相談等）があった建築物については、現地調査及

び所有者等調査を実施します。また、板橋区が実施した実態調査で老朽判定Ａと判断

した建築物については、定期的な現地確認等を継続的に実施します。 

調査にあたっては、登記事項証明書や住民基本台帳等の公的データを活用して所有

者等を特定するとともに、必要に応じて所有者の意向確認を行い、改善に向けた助言・

指導等を実施します。 

なお、危険性が高いと判断された建築物については、緊急性を考慮し、行政として

必要な措置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

②大規模調査 

個別調査に加え、区内全域または一部の地域を対象として、老朽建築物等の分布や

管理状況の実態を把握するための大規模調査を実施します。 

調査内容は、老朽建築物等の老朽度、居住の有無等について、調査時点の社会情勢

や区の課題等を踏まえて検討し、設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③データベースの整備及び管理 

老朽建築物等に関する情報を正確に把握・整理するため、調査結果や地域住民から

寄せられた情報等をデータベース化し、区のGISシステムと連携します。これにより、

老朽建築物等の状況を迅速かつ的確に把握できる仕組みを構築します。 

また、本データベースで取り扱う個人情報等については、関連法令等に基づき適切

な安全管理措置を講じ、厳正に管理します。 
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ü ᶉ ᶍ  ʟ

板橋区では、老朽建築物等に関する相談や情報提供等があった場合は、現地調査や所有者等

の調査を実施し、適切な維持管理に向けた支援や啓発を所有者等に対して行います。 

また、老朽建築物等がもたらす問題やその背景にある要因は、分野横断的で多岐にわたるた

め、行政としても庁内関係各部署がこれまで培った知見を結集して、より密接に連携、協力し

て問題に対処しています。 

 

 ᶉ ᶍ  ʟ

ă ᴲ ḝḵᴻ ᶊ ᶄᵣᶅ ᶱ ᵣᶝᵸᵫᴲ ᶊ ᵫ ᶕᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶍ 

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᴲ ᶒ ᶇ ᵶ ᶊ ꞌᵶᶝᵸᴳ 

緊急時については察、消防及び区関係部署と連携し柔軟に対応します

受付（建築安全課）
判定結果 老朽判定Ａ

地域住民からの相談 所有者等からの相談 区による啓発

利活用・除却・助成金
・支援に関する相談

老朽建築物判定

所有者等に対する改善啓発

現地調査

所有者等調査

協議会にて意見聴取

関
係
部
署
と
連
携

認定する 認定しない

検討会議にて意見聴取
所管部署検討

特定空家等及び特定老朽建築物の認定

庁内検討

管理不全空家等の認定

現地調査

所有者等調査

以降、建築安全課が対応
※P52フロー図参照

行政指導・相談対応
（関係各課で連携）

法や条例に基づく
助言・指導、勧告、命令、代執行

除却　及び　改善

助成金制度活用

以降、建築安全課が対応
※P48フロー図参照

関係部署
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２ 施策の体系 

板橋区では、増加する老朽建築物等の課題解決に向けて、所有者が主体的かつ適切に管理・

除却・利活用を推進できるよう支援します。行政と地域が連携して、基本理念、行動指針のも

と、以下に示す施策を展開し、「安心・安全で快適なまち」をめざします。 

 

 

 ᶊᵩᵰᶪ  

  

① 予防・啓発の強化 ② 適切な管理の促進 ③ 除却の促進

【新規】相談体制の整備

基本理念

行動指針

主な施策

目標値

【拡充】所有者等への啓発活動1-2

2-1

2-2

【新規】無接道敷地に存する空家等への隣地統合支援3-1

3-2

【新規】管理不全空家等規定の運用

【新規】財産管理制度の活用

【継続】特定空家等の指導・勧告3-3

3-4

【継続】専門家派遣支援事業

【継続】除却助成事業

行政、所有者等と地域住民が協力して「安心・安全で快適なまち」をめざす

課題
解消困難な

空家等への対応

関連団体等

との連携強化

全日本不動産協会、東京都宅地建物取引業協会、

東京司法書士会、東京税理士会、東京都建築士事務所協会 など

① 老朽判定Ａ（危険）の老朽建築物等の累計解消件数１０５件

② 老朽判定Ｂ（やや危険）の空家等の累計解消件数２２３件

支援策の

活用促進・周知徹底

所有者等の

管理意識の不足

及び管理能力の低下

空家等の

継続的な発生

1-1
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３ 具体的な施策・取組内容 

本節では、「施策の体系」で示した３つの行動指針（①予防・啓発の強化、②適切な管理の促

進、③除却の促進）を実行に移すための具体的な施策・取組を示します。 

各施策・取組は、「行動指針との対応」、「既存施策の継続又は拡充、若しくは新規の別」、「主

な実施主体・連携先」を示し、板橋区としての施策・取組内容を把握しやすいように構成して

います。 

 

１-１ 相談体制の整備 

専門家と連携した総合的な相談体制を整備し、老朽建築物等の適切な管理や利活用等の相談

に対応します。 

 

ӡ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪ə  ɛ

建築物等の所有者等が気軽に相談できる個別相談会（対面式）を定期的

に実施します。相談会の実施にあたっては、事前に申込書を提出いただい

た上で、民間事業者・士業団体と連携して、助言等を行います。相談内容

については、賃貸、売却、管理、利活用のほか、隣地買取・隣地問題（空

家等の樹木の繁茂等）、借地など、多様なテーマを扱います。 

 

Ӣ ᵊ  ɛ

建築安全課が総合相談窓口を担い、所有者等の個別事情や相談内容に

応じて関係部署と連携しながら対応します。あわせて、必要に応じて東

京都が運営する「空き家ワンストップ相談窓口」を紹介するなどの情報

共有を行い、切れ目のない支援を図ります。 

また、相談・苦情の傾向を踏まえ、必要に応じて、意欲ある民間事業

者・士業団体との協力による区独自のワンストップ相談体制の整備についても検討します。 

 

 ꞌᶍ ᶹḩᴻḀ  

ᴴ    
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  空き家ワンストップ相談窓口（東京都） 

東京都では、空き家に関する様々な課題を抱える所有者や地域の方々の相談に対応

するため、「空き家ワンストップ相談窓口」を設置しています。 

建築、法律、不動産、福祉などの各分野の専門家団体と連携し、無料の相談対応や

セミナー等を通じて、適切な管理や利活用、相続・売却・除却などの支援につなげて

います。 

 

 
ӣ ᶉ ᶩ ᵣ ⱱ֩ ᶍ֪ ᵊ  ɛ

窓口で相談を待つといった受動的な取組だけでなく、職員が能動的に

出張相談を行い、一人ひとりに寄り添い信頼関係を築くことで、次の支

援につなげることをめざします。 
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１-２ 所有者等への啓発活動 

所有者向けのセミナー開催や空き家対策についての周知・啓発活動を実施し、適切な管理に

向けた意識向上を図ります。 

 

ӡ ᶉ ᶱ ᵶᵾ ᶉ ᵊ  ɛ

啓発に係る情報発信については、板橋区公式サイトや SNSでの発信、町

会・自治会の掲示板での啓発、広報紙や庁内窓口でのリーフレットの配布

等に加えて高齢者の多くの方が利用するおとしより保健福祉センターや

各地区の地域包括支援センターでも空き家ガイドブックやパンフレット

を配布するなど、紙媒体の提供先の充実化も図ります。 

 

Ӣ ╓ᴲ ᶇᶍ ᶊᶧᶪ ╓ ᶉ ᴴ ᵊ  ɛ

周知・啓発活動のさらなる充実に向けて、地域に根差した町会・自治会や地域包括支援セン

ター、民生委員等の地元団体と相互に連携し、広域的な周知・啓発活動を展開します。 

具体的には、地域イベントでの情報提供、紙媒体の配布協力、掲示板

の活用、団体が行う個別訪問時の啓発資料の併用など、地域の実情に応

じた柔軟な情報伝達手法や視覚的に訴えるチラシなどを検討し、身近な

場所で適切な管理の重要性が伝わる機会を増やします。 

 

ӣ ᵰ ᴴḃḧḒᴻᶍ ᵊ  ɛ

板橋区主催又は連携する事業者との共催（もしくは区が後援）の区民

向け講座やセミナー等の開催により、老朽建築物の発生予防、適切な維

持管理・利活用に向けた啓発活動の充実化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ᴴ    

  「安心Ｒ住宅」制度（国） 

国は、既存住宅の流通促進に向けて、「不安」、「汚い」、「わからない」といった

従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」、「買いたい」

既存住宅を選択できる環境の整備を図るため、「安心Ｒ住宅」制度（特定既存住宅情報

提供事業者団体登録制度）を創設しています。 

これは、耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であっ

て、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国が商標登録したロゴ

マークを事業者が広告時に使用することを認める制度です。 

 

 

 

 

 

 

板橋区では、「木造住宅の耐震化推進事業」として、要件を満たした木造住宅につ

いて、除却工事や建替え工事を行う費用の一部を助成しています。 

 

木造住宅の耐震化推進事業（板橋区） 
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 相続登記が義務化されました！期限内の手続きをお忘れなく 

令和６（2024）年４月１日から、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から

３年以内に相続登記（所有権移転登記）を行うことが法律で義務付けられました。 

施行日前に発生した相続でも、未登記の場合は令和９（2027）年３月 31日までに登

記を行う必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10 万円以下の過料が科され

る可能性があります。 

 

【関連制度等】 

・相続人申告登記（法務局） 

相続人同士の協議がまとまらない場合でも、相続が発生したことと自分が相続人で

あることを登記官に申し出る制度「相続人申告登記」により、義務を果たすことができ

ます。 

・法定相続情報証明制度（法務局） 

法務局に戸籍謄本等一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図（法定相続情

報一覧図）を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度

です。法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等を何度も出し直す

必要がなくなります。 

・自筆証書遺言書保管制度（法務局） 

自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することができる制

度です。法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要とな

ります。 

・空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）（国税庁） 

相続又は遺贈により被相続人の居住用財産（家屋及びその敷地等）を取得した相続

人が、一定の要件を満たして当該財産を譲渡（売却）した場合、譲渡所得から最高 3,000

万円までを特別控除できる制度です。 

この制度を利用するには、被相続人が相続開始直前に居住していたことや、旧耐震

基準の建物であることなど、所定の条件を満たす必要があります。 

また、確定申告時には、対象物件の所在する自治体（板橋区など）が発行する「被相

続人居住用家屋等確認書」が必要です。相続発生後の早期売却を後押しすることで、空

き家の長期化を防止することが期待されています。 

ӣ ᶍ ᶍ ᶍ ᵊ  ɛ

空家等の発生には、遺産分割協議等が整わず、相続が確定しないこと

に起因するものも多くあります。そのため、建築物が次世代に適切に引

き継がれるように遺言書を作成したり、複数の相続人で所有権を共有せ

ずに一本化したり、普段から生前贈与や将来の相続等について親族等と

相談しておくことの大切さを周知します。 
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２-１ 管理不全空家等規定の運用 

管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家

等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等です。 

板橋区では、特定空家等になるおそれがあると認められる場合、管理不全空家等を認定します。 

特定空家等になるのを未然に防ぐため、管理不全空家等の段階での指導を行います。また、

必要に応じて、勧告を行い、管理不全状態の解消を促します。 

 

ӡ ּק ᶊ ᶄᵮᵆ קּ ᵇᶍ ᵊ  ɛ

管理不全空家等の認定については、特定空家等となるのを未然に防ぐため、原則、指導・勧

告の対象者の実態把握、意向確認を行った上で現地での外観調査をもとに検討し、板橋区が認

定します。 

なお、認定にあたっては、当該空家等の状態やその周辺の生活環境へ

の影響度等を勘案し、判断します。 

 

Ӣ ᶊ ᵴᶫᶅᵣᶉᵣ ᶍ ᶗᶍ ᵊ  ɛ

建築物の適切な管理と価値を維持するためのリフォームや定期的な点検・修繕等の必要性の

ほか、適切な維持管理を行わないことの弊害や所有者等の責任について、

広く区民に情報を発信し、所有者等に対しては、定期的に適切な維持管理

を促す文書を送付します。 

 

ӣ ᴴ ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᵊ  ɛ

管理不全空家等の認定後、指導を行ったにもかかわらず、管理不全の状

態が解消されない場合は、空家特措法に基づく勧告を行い、当該空家等の固定資産税・都市計

画税の課税における住宅用地特例を解除します。 

 

 

ᴴ    
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  空き家を放置すると、税の軽減が受けられなくなることがあります！ 

空き家は、たとえ人が住んでいなくても、建築物等の管理が行き届いていれば、土地

にかかる固定資産税や都市計画税の軽減措置（住宅用地特例）を受けられます。 

しかし、建築物等が適切に管理されず、管理不全の状態で長期間放置されていると、

土地に対する課税の軽減措置が解除され、税額が従来より高くなる可能性があります。 

 

■特例制度の概要 

区分 住宅用地の範囲 固定資産税（特例率） 都市計画税（特例率） 

小規模住宅用地 200㎡以下の部分 課税標準価格の 1/6  課税標準価格の 1/3  

一般住宅用地 200㎡を超える部分 課税標準価格の 1/3  課税標準価格の 2/3  
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板橋区では、区内在住・在勤・在学の個人の方（法人は対象外）を対象として、暮

らしの中で生じるさまざまな困りごとや悩みに対して、専門家による無料相談を行う

「区民相談室」を設けています。 

法律、不動産、税務、建築などの分野ごとに、弁護士や司法書士、税理士、建築士

等が相談に応じ、適切なアドバイスを提供しています。 

 

区民相談室（板橋区） 

 

２-２ 専門家派遣支援事業 

建築士などの専門家を派遣し、所有者自身による適切な管理をサポートします。 

 

ӡ ּקᶊᶧᶪ ֩ קּ ⱱ ֪ᵊ ᵋ 

板橋区では、具体的な対応を検討する所有者等の希望に応じて、問題

解決に必要と思われる建築士、弁護士やファイナンシャルプランナー5を

はじめとした各分野の専門家を無料で派遣し、相談を受ける「専門家派

遣支援事業」を行っています。 

同一対象者につき最大３回まで、１回あたり２時間を上限として相談を受けることができ、

原則として板橋区内での相談を対象としています。法人は対象外で、個人の所有者又は管理者

が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度等幅広い知識を備え、相談者の夢や目

標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家のこと 

ᴴ    

   不動産担保型生活資金（リバースモーゲージ）（板橋区社会福祉協議会又は金融機関） 

高齢者が自宅に住み続けながら、その不動産を担保に生活資金を借り入れる仕組み

です。厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度」における『不動産担保型生活資金』とし

て、各自治体の社会福祉協議会を通じて提供されています。対象は原則65歳以上などの

要件を満たす低所得の高齢者世帯（世帯の課税状況等の条件あり）です。 

 

なお、民間金融機関のリバースモーゲージ商品もあり、契約者の死亡時に相続人の一

括返済または担保不動産の売却による返済とする方式が一般的です。介護施設入所や

長期入院で居住継続が困難になった場合の取扱い、貸付上限（例：土地評価額の概ね

70％）、マンション可否などの条件は制度・商品で異なるため、契約内容の説明を十分

受け、文面で確認した上で慎重に判断することが必要です。 
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３-１ 無接道敷地に存する空家等への隣地統合支援 

特殊な立地条件にある空家等について具体的な対応策を講じ、除却を促進します。 

 

ӡ ּק ᶗᶍ ⱱᵊ  ɛ

建築基準法における接道要件を満たさず、再建築が困難な無接道敷地に存する空家等につい

ては、建て替え等による利活用が著しく困難であるため、接道している隣地（土地）と統合し

一体として利用することが、問題解消に向けた有効な手段となります。 

板橋区では、こうした無接道敷地について支援する仕組みを検討しています。 

     

 

３-２ 財産管理制度の活用 

適切な管理がされていない所有者不明・不存在物件に対し、財産管理制度を活用し除却・改

善を進めます。 

 

ӡ ᴴ ᶗᶍ ꞌ ֩טּ ᶍ ֪ə  ɛ

空家等の中には、登記上の所有者が不明である、又は所有者が死亡し相続人が不存在である

などの理由により、適切な管理や除却が行われない状態で長期間放置されている物件が見受け

られます。こうした物件は、周辺環境への悪影響が顕在化しやすく、また所有者に代わる対応

が困難であるため、早期の対応が求められます。 

板橋区では、令和５年の空家特措法改正を受け、民法に基づく財産管理制度の活用により、

これらの所有者不明・不存在物件への対応を強化します。 

具体的には、区が家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任を申

立て、選任された清算人が建物の売却・除却等を行うことで、空家

等の解消につなげます。 

 

 

 

  

ᴴ    

ᴴ    
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３-３ 老朽建築物等への対応 

老朽建築物等に対し改善指導の強化を図るとともに、特定空家等及び特定老朽建築物につい

ては引き続き指導・勧告等による除却を促進します。 

 

①  特定空家等及び特定老朽建築物の認定【継続】 

特定空家等及び特定老朽建築物の認定については、その後の不利益処分（命令、行政代執行）

につながる可能性があるため、原則、指導対象者への実態把握と意向確認を行った上で、現地

での外観調査及び立入調査の結果をもとに検討会議及び協議会での意見聴取を経て、板橋区が

認定します。 

なお、認定にあたっては、当該空家等及び老朽建築物の状態やその周

辺の生活環境への影響度等を勘案し、私有財産である当該建築物等に対

する措置について区が関与すべき事案かどうか、その規制手段に必要性

及び合理性があるかどうか等、慎重に判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᶍ  ʟ  
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Ӣ ּק ᶒ ᶍ ᵊ  ɛ
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特定空家等及び特定老朽建築物に対する施策を円滑に実施するため、特定空家等及び特定老

朽建築物と判定する際の具体的かつ実践的な基準を、空家特措法の施行に伴い国から示された

「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針」等を参考に作成

しています。 

なお、当基準は、今後の空家特措法に基づく措置の事例等の知見の集積を踏まえ、適宜見直

しを行うものです。 

 

図 老朽判定及び特定判定のフロー 

 

ӣ ᶗᶍ ᴴ ᵊ ᵋ 

空家特措法や対策条例に基づく助言は、原則として口頭で行うものとし、指導については、

次のアからエ（ウ・エについては特定空家等のみ）に示す内容を記載した指導書の通知により

行います。 

ア 指導の内容及びその事由 

イ 指導の責任者 

ウ 状態が改善されなかった場合の措置（勧告の可能性） 

エ 勧告を受けた場合の税制上の措置 

なお、助言・指導にあたっては、改善に向けた話し合いや助成金制度等の説明・情報提供を

十分に行うとともに、高齢者等に対する福祉の視点も取り入れ、必要に応じて福祉部局とも連

携し、柔軟に対応します。  
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Ӥ ּק ᶒ ᶗᶍ ᵊ  ɛ

勧告は、複数回にわたって助言・指導を行った者のうち、指導に従わない者又は改善の見込

みがない者について、検討会議及び協議会での意見聴取を経て、区が勧告を行うことを決定し

た特定空家等及び特定老朽建築物に対し、相当の猶予期限を付けて、次のアからエに示す内容

を記載した勧告書の通知により行います。 

ア 勧告に係る措置の内容 

イ 勧告の事由 

ウ 勧告の責任者 

エ 措置の期限 

なお、特定空家等及び特定老朽建築物の所有者等に対して勧告をしようとする場合は、あら

かじめ、その勧告をしようとする者に対し、弁明の機会を与えることができます。その弁明の

機会の付与は、東京都板橋区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に定めるところに準じて

行うものとします。また、勧告を行った際は、速やかに都税事務所に対し勧告を行った旨の通

知を行います。この都税事務所への通知により土地所有者は、固定資産税及び都市計画税の住

宅用地特例の対象から除外されます。 

勧告に係る措置の内容は、その後の命令、代執行まで共通事項となるため、実現性及び必要

最小限の措置となるよう十分に検討を行うほか、勧告を行った場合に的確に送達が行われたこ

とを確認できる方法の選択や特定老朽建築物の勧告を行う際は、居住者の生活する権利を阻害

することがないよう注意を払います。 
 
ӥ ּק ᶒ ᶗᶍ ᶍ ᵊ  ɛ

検討会議及び協議会での意見聴取を経て区が命令を行うことを決定した「特定空家等」及び

「特定老朽建築物」については、その命令をする前に、命じようとする者又はその代理人に対

し、次頁のアからウに示す内容を記載した事前通知書を交付します。 

ア 命じようとする措置の内容 

イ 措置を命ずるに至った理由 

ウ 意見書の提出先と提出期限 
 
Ӧ ּק ᶒ ᶗᶍ ᵊ  ɛ

命令の事前通知に記載された提出期限までに意見書の提出がなかった場合、命令の事前通知

を受けた日から５日以内（特定老朽建築物については３日以内）に公聴会の請求がなかった場

合及び、意見書の提出又は公聴会の開催を経てもなお当該命令措置が不当でないと認められた

場合は、相当の猶予期限を付けて当該措置を命令することができます。 

命令は、次のアからウに示す内容を示した命令書により行います。 

ア 当該処分につき不服申し立てができる 

イ 不服申し立てをすべき行政庁 

ウ 不服申し立てをすることができる期間 

なお、当該命令に違反した者は、50万円以下（特定老朽建築物については５万円以下）の過

料※に処します。 

※ 根拠法令：空家特措法第 16条第１項及び対策条例第 23条第１項第２号 
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対策条例に定められている「緊急の対応が必要である危険な老朽建築物等」に該当

し、緊急安全措置の実施及び費用負担について所有者等の同意が得られているもの、

又は所有者等が特定できないもの等の場合で区が必要と判断したものについては、必

要最小限の安全措置を行うことができます。 

 

老朽危険建築物等に係る緊急安全措置（板橋区） 

 

 

 

 

ӧ ּק ᶒ ᶗᶍ ᶍ ᶒ ᵊ  ɛ

特定空家等及び特定老朽建築物について、命令を行った場合は、第三者に不測の損害を与え

ることを未然に防ぐ観点から、標識を設置します。 

また、東京都板橋区告示式の規定による掲示場への掲示、その他区が適切と認める方法によ

り公示します。 

 

Ө ּק ᶒ ᶗᶍ ᵊ  ɛ

空家特措法や対策条例に基づく命令を発令し、その後、期限内に命令された措置を履行しな

かったとき、履行しても十分ではないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みのない

ときには代執行を行うことができます。 

なお、行政代執行を実施するにあたっては、代執行の必要性や代替手段等を検討会議及び協

議会で十分検討し、区として慎重に判断することになります。 

 

ө ּק ᶗᶍ ᶉ ᵊ  ɛ

特定空家等に対する軽微な措置は、周辺の生活環境の保全を図る上での支障を除去し、又は

軽減することができると認められる以下に定める場合について行います。 

・開放されている窓その他の開口部の閉鎖 

・開放されている門扉の閉鎖 

・外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生（簡易なものに限る。） 

・草刈り 

・樹木の枝の切除 

・堆積し、又は放置されている物品等の移動 

・消臭、防臭又は殺虫のための薬剤の使用 

・これらと同程度の措置で区長が必要と認めるもの 

 

Ӫ ᶊ ᵸᶪ ⱱᵊ ᵋ 

特定老朽建築物に居住する所有者には、高齢者や経済的に困窮している者、心身の状態の影

響により判断能力が著しく低下している者である場合が見受けられます。そのため、これら所

有者の尊厳や生活する権利等を守るとともに心身のケアや居住先の確保、経済状況の改善に関

する相談・支援を視野に入れた慎重な対応について、関係部局と連携します。 
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老朽建築物等の中には、地震や風水害などの災害によって一部が破損し、看板・外

壁材等が落下するおそれのあるケースも見られます。このような危険な状態となって

いる建築物に対しては、空家特措法に基づく措置の他、建築基準法に基づく危険な建

築物への対応や、災害対策基本法に基づく応急措置などにより、必要最小限の安全対

策を講じることが可能です。危険な状況に応じ、関係法令と連携しながら、緊急対応

が必要な事案については速やかに所管部署と協議し、現場の状況に応じた柔軟な対応

に努めます。 

 

 

空家特措法以外の法に基づく安全確保（板橋区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-４ 除却助成制度 

特定空家等及び特定老朽建築物に認定された物件を対象に、除却に必要な費用の一部を引き

続き支援し、早期解消を促進します。 

 

ӡ ᶊᶧᶪ ᵊ  ɛ

特定空家等及び特定老朽建築物に認定される物件の中には、部分的な修繕や改修では改善で

きず、建築物全体の除却を行う必要性が高いものがあります。この場合、除却工事には多額の

費用負担が発生するため、自主的な改善を促すための指導等の働きかけだけでは改善が困難で

す。 

そのため、特定空家等及び特定老朽建築物に認定された物件を対象に、除却費用のうち、板

橋区が認めた経費の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

  

ᴴ    



 

60  

 

４ 今後の対応 

本節では、前節で示した施策・取組のほか、潜在化又は顕在化している課題を解決するため、

継続して施策・取組の具体化を図る必要がある事項を「検討中事項」として示します。これら

は、計画を運用していく中で「３ 具体的な施策・取組内容」に追記するものとし、今後の取

組の方向性・体制整備の考え方・外部連携の必要性などを整理しておきます。 
 

֩ ḷ֪ḻḁḐḋḟ ᶊᶧᶪ ⱱ 

空家の所有者等の悩みは、相続、管理、売却、解体、税金・法律など多岐にわたります。こ

れらはそれぞれが絡み合うことで所有者等の悩みは高度化・複雑化していき、どこに相談して

いいのかも分からない状況になってしまうことも少なくありません。 

相談先が分からず、結局は適切な管理・除却・活用が進まないまま空家が放置されるケース

が多く、地域住環境への影響や老朽化の深刻化に繋がります。 

本計画期間中においては、こうした所有者等の悩み対して、ワンストップ体制を構築し、解

決に向けた支援ができるよう検討をします。 

なお、ワンストップ体制の構築やランドバンク事業（敷地統合、分割、賃貸・売却支援等）

を担ってもらう事業者について、将来的に支援法人の活用の可能性も含めて検討を進めます。 
 

֩ ֪ɕᶀᶄᵮᶩᶇᶍ ֩ ᶇᶍ ᶍ  ֪

老朽建築物等への対策を持続的かつ地域特性に即して進めていくためには、空家等や老朽建

築物の除却・活用と、地域のまちづくりとの連携が重要となります。特に、拠点周辺や沿道・

商業地域等においては、利活用の視点と都市整備施策との整合が求められる場面が増えていま

す。 

現時点では、老朽建築物等の除却・再生と連動した区域指定や土地利用誘導の明確な仕組み

は確立されていませんが、今後の実効性確保に向けては、地域ごとのまちづくり戦略と空家等

の更新施策を一体的に整理する仕組みが求められます。 

そのため、今後は以下の視点から、庁内関係部局や東京都、外部事業者等との調整を進めて

いく必要があります。 

・関連計画（住宅施策・防災まちづくり等）との継続的な整合性の確保 

・関連部署と無接道敷地に存する老朽建築物等の情報共有を行い、解消に向けた街路整備や

周辺の土地との共同化などを検討 

・地域住民・地権者との連携による街区単位での除却・利活用モデルの検討 

また、必要に応じて他自治体の先進事例も参照しながら、まちづくり分野との有機的な連携

体制の構築について検討を深めます。 
 

֩ ֪ ᶇᶍ  

老朽建築物等の発生には、認知症や知的障がい等で判断能力が十分でないことに起因するも

のも少なからずあります。こういった場合には、問題解決が長期化する傾向もあり、解消に向

けては福祉部局や民生委員、地域包括支援センター等との連携が重要となります。 

また、問題の発生を極力抑えるためにも、特に 65 歳以上の高齢者を対象とした早い段階か
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らの積極的な啓発も福祉部局等と連携し予防に努めます。 

 

֩ ֪ קּ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ 

空き家状態を解消するためには、所有者やその家族が利用する他、解体、売却、賃貸などに

より「空き家」を活用することが挙げられます。建物の状態や所有者等の意向などにより「空

き家」の利活用は、様々な選択肢が考えられます。板橋区では、不動産や建築などの専門家と

連携した総合的な相談体制を整備し、所有者等の意向や個別事情などを踏まえ解体、売却、賃

貸、管理など、老朽建築物等の利活用の相談に対応します。 

また、地域貢献を目的とした「空き家」の有効活用については、集合住宅における「空き室」

の利活用の視点も踏まえ住宅政策課と連携し、検討を進めるとともに、庁内関連部署と情報を

共有し、利活用につなげます。 

なお、「空き家バンク」については、板橋区では住宅・土地統計調査の結果から、全国・東京

都と比べても中古物件の購入比率が比較的高いことから、引き続き不動産業界の動向も見守り

つつ、空き家バンクの需要動向等を注視し検討を続けます。 

 

 

  

  区内における空き家活用の例（商店街の空き店舗活用） 

中山道板橋宿の中心部、仲宿商店街に位置する板五米店は、大正３年(1917年)に建てら

れた商家です。現在は米穀小売業としての営業は行われておらず、不定期な貸店舗として

利用されていましたが、文化財としての価値も高いこと 

から、宿場町の雰囲気を後世に伝えるスポットとして活 

用することになりました。 

本事業は、板橋区商店街連合会第一支部の協力を 

得て、仲宿商店街が主体となった空き店舗活用事業 

として実施されました。 

  空き家・空き室の有効活用（板橋区住まいの未来ビジョン） 

「板橋区住まいの未来ビジョン２０３５」では、「空き家・空き室の有効活用推進」を

目標の一つに掲げ、空き家・空き室が適切に維持管理され、地域の課題解決や地域の魅力

向上などに有効活用されることをめざします。 

ライフステージに応じた既存住宅のリフォームやリノベーションを支援するなど、空き

家・空き室の市場流通の促進、地域貢献につながる空き家・空き室の有効活用の推進など

の施策を検討しています。 

※「板橋区住まいの未来ビジョン２０３５」は、板橋区の住まい・住環境の将来像を描

き、その将来像の実現に向けた板橋区の住宅政策の方向性や取組を示す、住まい・住環

境に関する基本計画です。（住宅政策課） 
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５ 行政の役割等と実施体制  

それぞれの役割 行  政：老朽建築物等の実態を把握し、本計画に基づき所有者

等に対して、問題解決に向けた相談対応、助成支援、

積極的な啓発や助言・指導等を行います。 

所有者等：自らの責任において適切な維持管理に努めるととも

に、相続等に由来する空き家の発生抑制に努めます。 

地域住民：区に対し情報提供を行うとともに、地域の建築物等が

適切に管理されるよう住民間や地域活動団体等が相

互に協力するように努めます。 

それぞれが役割を果たし、問題の解決を図る 

 

組織体制 都市整備部建築安全課を窓口として、「啓発」、「調査」及び「相談

や助言・指導等」の業務を行うことや、所有者等や周辺住民等から

の相談等への全庁的な連携体制について示しています。 
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１ それぞれの役割 

老朽建築物等が引き起こす課題の背景には、家族関係・相続・家計状況など複合的な要因が

存在します。これらを解決へ導くためには、行政・所有者等・地域住民の役割を明確にし、相

互に連携・協力することが不可欠です。 

板橋区は、SDGs（持続可能な開発目標）の視点を取り入れ、経済・社会・環境の調和を図り

ながら区政を推進しています。SDGsのゴールを見据えつつ、各主体が担うべき役割を以下に整

理します。 

 

֩ ֪ ᶍ  

板橋区は、老朽建築物等に関する実態を把握し、本計画に基づいて老

朽建築物等の所有者等に対して問題解決に向けた相談窓口の設置と専門

家の派遣、除却費助成等の所有者支援や積極的な啓発や助言・指導等を

行います。 

また、必要に応じて地域住民及び NPO・民間事業者等の民間団体とも連

携し、老朽建築物等の減少に努めるための協力を行います。 

 

֩ ֪ ᶍ  

所有者等（親族含む）及び居住者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、自らの責任において適切な維持管理に努めるとともに、「相

続」「入院」「施設入所」等により適切に管理されなくなってしまう空き

家の発生抑制に努めます。 

 

֩ ֪ ╓ ᶍ  

地域住民は、居住している地域又は事業活動を行っている地域に適切

に管理されていない老朽建築物等が存在するときは、区に対し情報提供

を行うとともに、その地域に存する建築物及びその敷地が適切に管理さ

れるよう、地域住民や町会・自治会等の地域活動団体と相互に協力する

よう努めます。 
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２ 組織体制 

֩ ֪ ᶍ  

老朽空家等に関する対策について必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、

「板橋区老朽建築物等対策協議会」を設置します。 

区長の諮問に応じ、本計画の作成及び変更並びに実施に関する事項や、その他老朽空家等に

関する施策の実施について、専門的及び第三者的な視点から公正かつ適正なものであるかの意

見を述べるなど、その答申を行います。 

 

֩ ֪  

老朽建築物等に関する相談窓口は、都市整備部建築安全課とします。また、本計画に基づき、

原則として、区では①啓発、②調査、③相談・指導を行います。 

 

֩ ֪ ᶍ ᶇᶍ  

所有者等が抱える個々の事案は様々であり、案件によって必要な支援が異なります。相談内

容に応じて庁内の関係部署と連携して対応します。 

 

 ᶍ  

※ 区組織体制の変更等により、担当所管が変更になる場合があります。 
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ӡ  

庁内の関係部署で組織する会議体を「板橋区老朽建築物等対策検討会議」といいます。この

会議体では、老朽建築物等対策全般についての検討及び連絡・調整、並びに管理不全空家等、

特定空家等、特定老朽建築物の認定及び勧告等についての検討を行います。 

 

  ≠╢ ֩ 7 12  ֪

委員区分 部 署 役 職 

会長 都市整備部 都市整備部長 

副会長 都市整備部 建築安全課長 

委員 政策経営部 政策企画課長 

委員 政策経営部 経営改革推進課長 

委員 政策経営部 財政課長 

委員 危機管理部 防災危機管理課長 

委員 区民文化部 地域振興課長 

委員 健康生きがい部 生活衛生課長 

委員 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター所長 

委員 福祉部 生活支援課長 

委員 資源環境部 資源循環推進課長 

委員 都市整備部 都市計画課長 

委員 都市整備部 建築指導課長 

委員 都市整備部 住宅政策課長 

委員 土木部 みどりと公園課長 

委員 土木部 南部土木サービスセンター所長 

委員 土木部 北部土木サービスセンター所長 

※ 区組織体制の変更等により、担当所管が変更になる場合があります。 
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  ֩  ֪

委員区分 部 署 役 職 

会長 都市整備部 建築安全課長 

副会長 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係長 

委員 政策経営部 政策企画課 総合調整係長 

委員 政策経営部 経営改革推進課 経営改革係長 

委員 政策経営部 財政課 財政担当係長 

委員 危機管理部 防災危機管理課 危機管理係長 

委員 区民文化部 地域振興課 地域振興係長 

委員 健康生きがい部 生活衛生課 建築物衛生係長 

委員 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター 管理係長 

委員 福祉部 生活支援課 庶務係長 

委員 資源環境部 資源循環推進課 資源循環協働係長 

委員 都市整備部 都市計画課 都市景観係長 

委員 都市整備部 建築指導課 監察・調査係長 

委員 都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係長 

委員 土木部 みどりと公園課 みどり推進係長 

委員 土木部 南部土木サービスセンター 工事調整係長 

委員 土木部 北部土木サービスセンター 工事調整係長 

※ 区組織体制の変更等により、担当所管が変更になる場合があります。 

 

 

֩ ֪ ᶇᶍ  

全日本不動産協会、宅建協会、司法書士会、税理士会、建築士事務所協会などの関連する専

門団体や士業団体との連携を強化し、老朽建築物等への適切な対応を促進します。 

特に、権利関係や相続登記等、利活用に関する専門的支援を行う体制を整え、所有者等の管

理意識の醸成を促します。 
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６ 計画の推進に向けて  

進捗管理 本計画では、老朽建築物等の総数削減に加え、特に危険な老朽建

築物（老朽判定Ａ）の解消を重点目標とし、各年度の目標達成状況

を検証し、適宜計画の見直しを行うことで、より効果的な施策の推

進を図ります。 

着実な計画の推進と国や東京都との連携等 

 

国や東京都との 

連携や働きかけ 

国や東京都が行う補助・税制等の支援制度を積極的に活用すると

ともに、法・税制度の改正や新たな助成制度の設立を見据えた働き

かけを行っていくことを示しています。 
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１ 進捗管理 

֩ ֪ ᶍ  

協議会において、実績の公表、進捗状況や解消事例の報告を行うことで、本計画で掲げる老

朽建築物等の総数減や老朽判定Ａ（危険）の老朽建築物等の累計解消件数 105件や、老朽判定

Ｂ（やや危険）の空家等の累計解消件数 223件といった目標の進捗管理を行います。 

 

 
 ᶊᵩᵰᶪ ֩  ֪

 

֩ ֪ ᶒ  

本計画の推進にあたっては、定期的な進捗管理を行い、対策の実効性を高めることが重要で

す。そこで、協議会において、各施策における取組の実施状況の共有や解消事例の報告を行い、

計画の適正な運用を確保します。 

また、庁内及び外部（協議会、区民等）との連携を図り、計画内容及び施策を検討します。 

 

֩ P֪DCA ᷊ᶹ᷄ḳᶊᶧᶪ  

本計画の進行管理においては、PDCAサイクルに基づく計画の策定（Plan）、施策の実施（Do）、

成果の検証・評価（Check）、計画の見直し（Action）の４つの段階により、評価を行います。 

なお、年３回程度開催する検討会議のうち１回において、PDCAサ

イクルの４つの段階を全庁的な視点からも評価してもらうことで、

より実効性の高い計画となるよう見直します。 

 

 

 

 PDCA ᷊ᶹ᷄ḳᶍ  

 

 

 

  

目標値
① 老朽判定Ａ（危険）の老朽建築物等の累計解消件数１０５件

② 老朽判定Ｂ（やや危険）の空家等の累計解消件数２２３件
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֩ ֪ ◖ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ 

本計画では、老朽建築物等の総数抑制とともに、老朽判定Ａ（危険）及び老朽判定Ｂ（やや

危険）を解消するため、板橋区基本構想、板橋区基本計画などとの整合を図り、老朽建築物等

実態調査や都市計画基礎調査などの結果や社会情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正など

により、必要に応じて、適宜計画を見直します。 

 

 

 

 

  

 ◖ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩  ֪

  

令和12年度
(2030)

令和18年度以降
(2036）

令和７年度
(2025)

令和８年度
(2026)

令和９年度
(2027)

令和10年度
(2028)

令和11年度
(2029)

令和13年度

(2031)～

令和17年度

(2035)

板橋区基本計画2035

板橋区基本構想

対策計画 本計画 次期計画

次期基本計画

次期基本構想基本構想

基本計画

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

令和13年度（2031）
～令和17年度（2035）

計画運用期間

計画後期

老朽建築物等対策計画の見直し

広報活動、講座等の開催、
出張相談等

所有者等調査・実態の把握
調
査
業
務

啓
発
業
務

相談・指導業務

特定空家等及び特定老朽建築物の認定

協議会

パトロール

老朽建築物等判定（老朽判定Ａ）

老朽判定Ａ・Ｂへの啓発文書送付

管理不全空家等の認定

計画前期

令和８年度
（2026）

令和９年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

令和12年度
（2030）

常時受付

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施

適宜実施
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２ 国や東京都との連携や働きかけ 

老朽建築物等の中には、法律・税制上の制約により改善や解消が進まないケースが少なくあ

りません。これらの課題は区単独では対応が困難であるため、国及び東京都と連携し、制度改

正や新規支援策の創設を働きかけることが不可欠です。 

これまで板橋区は、全国空き家対策推進協議会、東京都空き家対策連絡協議会の場を活用し、

以下のような提言・情報共有を行い、法改正や助成制度拡充を要望してきました。 

 

 ᶣ ᶗᶍ ᵬᵪᵰ֩  ֪

主な提言・取組 概 要 会議区分 

空家等の所有者特定に必要な 

情報整理 

登記・税情報・住民票など最低

限確認すべき情報項目を整理

し、全国標準化を提案 

全国空き家対策推進協議会 

所有者特定・財産管理制度部会 

所有者多数の場合の事務効率化 

相続未了や共有名義物件におけ

る通知・調査の合理化モデルを

提示 

同上 

財産管理制度の活用促進 
家庭裁判所における選任手続の

簡素化 
同上 

借地上の空家等への対応 
地代未払い・借地権者不在時の

処分手続モデルを整理 
同上 

行政代執行の事例共有 

都内で実施した特定空家等の行

政代執行事例、実務上の留意点

を共有 

東京都空き家対策連絡協議会 

 

今後もこうした働きかけを継続するとともに、国や東京都の支援制度や施策等の情報収集に

努め、国や東京都が行う補助・税制等の支援制度を積極的に活用しながら、老朽建築物等の対

策を推進します。 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

２ 東京都板橋区老朽建築物等対策条例 

３ 東京都板橋区老朽建築物等対策条例施行規則 

４ 関係所管連絡先一覧 

５ よくある相談と回答 

６ 計画の検討体制・策定経過 
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１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

26 127  

ֹ 73  

֩  ֪

╗  ᵲᶍ ᶎᴲ ᶉ ᵫ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣ קּ ᵫ ᴲ♥ ᴲ ᶍ ╓ ᶍ

ᶊ ᶉ☼ ᶱ ᶛᵶᶅᵣᶪᵲᶇᶊ ᶞᴲ ╓ ᶍ ᴲ ᶎ ᶱ ᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲᵼᶍ

ᶍ ᶱ ᶩᴲᵡᶮᵺᶅ קּ ᶍ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵶᴲ ᶊᶧᶪ

ᶍ ᴲ ֩ ᶱ ᶟᴳ ᶱ ᵬᴲ∙ּז ᵷᴳ֪ᶊᶧᶪ קּ ᶍ

ᵼᶍ ᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᶊᶧᶩᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ

ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵶᴲᶡᶂᶅ ᶍ ᶍ ᶇ╓ᶍ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶱ ᶇᵸ

ᶪ  G

 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᵆ קּ ᵇᶇᶎᴲ ᶎᵲᶫᶊ ᵸᶪ ᶆᵡᶂᶅ ᵼᶍ ᶍ

ᵫᶉᵴᶫᶅᵣᶉᵣᵲᶇᵫ ᶆᵡᶪᶡᶍ ᶒᵼᶍ ֩ ᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ

ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶱᵣᵥᴳᵾᵿᵶᴲ ᶎ ᵫ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪᶡᶍᶱ ᵮᴳ 

 ᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᵆ קּ ᵇᶇᶎᴲᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ ᵶᵮ ↨ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡ

ᶪ ᶎ ᵶᵮ♥ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᴲ ᶉ ᵫ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣᵲᶇᶊᶧᶩ ᵶᵮ

ᶱ ᶉᶂᶅᵣᶪ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᶆᵡᶪ

ᶊᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ קּ ᶱᵣᵥᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶊ ᵶᴲ ᶒ ᵸᶪ ᶱ ᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᵼᶍ ᶍ ᵫ ᵥ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍᵾᶠᶊ ᶇᶉᶪ ᶍ ᶒ

ᵼᶍ ᶍ ⱱᶱ ᵥᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᴲ ᵼᶍ ᶍ ᶱ ᵷᶅᴲ קּ ᶍ ᶉ ᶒᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵶᴲ

ᶍ ᶱ ᶠᶪᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ ᶍ ᶒᵲᶫᶊ ᶄᵮ קּ ᶊ ᵸᶪ

ᶍ ᵼᶍ ᶍ קּ ᶊ ᵶᶅ ᶉ ᶱ ᶊ ᵹᶪᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ ᶍ ᶒ ᶒᶊ ᵼᶍ קּ ᶊ

ᵶᵲᶍ ᶊ ᶄᵬ ᵫ ᵹᶪ ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶒ ᶉ

ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶉⱱ ᶱ ᵥᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ קּ ᶍ ᶍ  ֪
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קּ  ᶍ ᶎ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶎᴲ ᶍ ᶊℓ☼ ᶱ ᶛᵴᶉ

ᵣᶧᵥᴲ קּ ᶍ ᶉ ᶊ ᶠᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶎ ᵫ ᵸᶪ קּ ᶊ ᵸᶪ

ᶊ ᵸᶪᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩  ֪

 ᶒ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᶍ

ᶉ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

קּ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶉ  

 ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ ᶊ ᵸᶪ  

 ᶊᶧᶪ קּ ᶍ ᶉ ᶊᶃᵣᶅ ᶇᶉᶪᶘᵬ  

 ᵼᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ  

 ᶒ ᶎᴲ ᶱ ᶠᴲ ᶎᵲᶫᶱ ᵸᶪᶇᵬᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ

ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶒ ᶎᴲ ᶱ ᶠᴲ ᶎᵲᶫᶱ ᵶᵾᶇᵬᶎᴲ ᶉᵮᴲᵲᶫᶱ ᵶ

ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ G

 

֩ קּ  ֪

 ᶎᴲᵼᶍ ╓ ᶆ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶊ

ᵶᶅᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊᶃᵣᶅᶍ ᵆזּ∙֩ קּ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

קּ  ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

קּ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶇᵸᶪ ᶒ ᶇᵸᶪ קּ ᶍ ᵼᶍ ᶍ  קּ

ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶉ  

  

קּ  ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

 ᶊᶧᶪ קּ ᶍ ᶉ ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

קּ  ᶒ ᵶᵾ קּ ᶊ ᶪ ᵆזּ∙֩ קּ ᶍ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶍ 

ᶊ ᵸᶪ  

קּ  ᶊ ᵸᶪ ֩ ╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵶᵮᶎ  Ǝ

ᶍ ᶊᶧᶪ ᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎ ᵪᶨ ╗ 

ᶝᶆᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵣᵥᴳ∙ּז ᵷᴳ֪ᵼᶍ ᶍ קּ ᶗᶍ ᶊ ᵸᶪ 

 

 ᵪᶨᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶗᶍ ꞌᶊ ᵸᶪ  

קּ  ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

 ᵼᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ  

 ᶊ ᵱᶪ ᶊᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ╓ ᶍ ╓ᶆᵡᶂᶅᴲ ╓ ᶍ קּ ᶍ ᶒᵼ

ᶍ ᶍ ᴲᵼᶍ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᵪᶨᶞᶅ ╓ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶍ

ᵾᶠᶊ ╓ ᶍ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᵫ ᶇᶉᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᵆזּ∙֩╓ קּ
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╓ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ ᶒᶊ קּ ╓ᶊᵩᵰᶪ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᶍ

ᶱ ᶪᵾᶠᶍ ᵆזּ∙֩ קּ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

╗ ᶍ ᶊטּ ᵸᶪ ֩ ֪ ᶊ ᵸᶪ  

 ╓ ֩ ֪ ᶊ ᵸᶪ ╓  

 ╓ ╗ ᶊ ᵸᶪ ╓ ╓ 

 ╓ᶊᵩᵰᶪ ᶍ┐ ᶒ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪

ᶊ ᵸᶪ ╓ 

 ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶇᵶᶅᶍ ᶱ ᵸᶪ ╓

ᶇᵶᶅ ᴴ ᶆ ᶠᶪ ╓ 

קּ  ᶊᶎᴲᵩᵩᶟᶌ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

קּ ╗ ╓ᶊᵩᵰᶪ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶉ  

קּ  ╓ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᶉ קּ ᶍ

ᶒ קּ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶘᵬ ֩ ╗ ᶒ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇ

ᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᵸᶪ  

 ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ קּ ╓ᶊᵩᵰᶪ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᶱ

ᵷᵾ ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ  

קּ  ᶊᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶍᶚᵪᴲ ֩ קּ ╓

ᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֩ ╗ ֪ ╗ ᶊ ᵸᶪ

ᶱᵣᵥᴳ∙ּזᵲᶍ ᶒ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ ᶎ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱᵣᵥᴳ

ᶒ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶊᶃᵣᶅ ╗ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶞ ᵧᶅ ᵸᶪ

֩ ╗ ᶊ ᶪ ᶊ ᶪᴳ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶍ ᶎ ᶍ ᶊᶧᶩ

ᶞ ᵧᶅ ᵸᶪ ╗ ᵪᶨ ᶝᶆ֩ᵲʟʝ ᶍ ᶱ

ᶎ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶍ ᶍᵾᵿᵶ ᶍ ᶍ

ᶱ ᵰᶪᵾᶠᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ╗ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶞ ᵧᶅ ᵸᶪ ᶍ ᶍ

ᶱ ᵰᶪᵾᶠᶍ ֩ ᶒ ╗ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶎᴲ

֩ᵼᶍ ᵫ ╢╗ᴴ ḩᴻḐḳ∙ ḩᴻḐḳ ᶍ ֩ ╗ ᶊ

ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶱ ᵮᴳ֪ᶊ ḩᴻḐḳ∙ ᵸᶪᶡᶍᶊ ᶪᴳ֪ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶒ ᶍ↨

ᵫᶉᵮᴲᵪᶃᴲ קּ ╓ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶒ ᶍ

ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶇᵶᶅ ᶆ ᶠᶪ ᶱ ᵶᶅ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ קּ ╓ ᶍ ᶍ

≥ ᶱ ☿ᵴᵺᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵹᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ֩ ֩ ֪ ᶍ ╗ ᶍ ᶒ

ᶍ ╗ ᶍ ᶱ ᵮᴳ֪ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶠᶪ ᶊᵩ

ᵣᶅᴲ טּ ╓֩ ֩ ֪ ╗ ᶊ ᵸᶪ טּ

╓ᶱᵣᵥᴳ ╗ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶍ ╓ᶱ ᶟ קּ ╓ᶱ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲᵡᶨ

ᵪᵷᶠᴲ קּ ╓ᶍ ╓ ᶒ קּ ᶊ ᶠᶪ ᶊᶃᵣᶅᴲ

ᶇ ᶱᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 
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 ᶎᴲ קּ ᶊ ᶊ ᵸᶪ ᶎ ᶍ ᶍ

ᶊᶧᶩ ᶞ ᵧᶅ ᵸᶪ ╗ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶍᵾᵿᵶ ᶍ

ᶍ ᶱ ᵰᶪᵾᶠᶍ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵸᶪᶇᵬᶎᴲ

ᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊᶃᵣᶅᴲ קּ ╓ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ

╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎ ╗ ᵪᶨ ᶝᶆ֩ᵲᶫᶨᶍ ᶱ

ᶎ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶍ

ᶍᵾᵿᵶ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍסּ ᶱ ᵸᶪ ֩ ᶊ ᵸᶪ

ᶱᵣᵥᴳ∙ּזᵲᶍ ᶒ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶇ ᶱᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ

ᶊ ᵸᶪ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ≥ᶱ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶊ ᵸᶪ ᶊᶃᵣᶅ ᶱ ᵰᵾ ᶎᴲ

ᶱ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫ קּ ╓ᶊᵩᵰᶪ

ᶍ ᶍᵾᶠᶊᶣᶟᶱ ᶉᵣᶡᶍᶆᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ≥ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

קּ  ֩ ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶊ ᶪᴳ ╗ ᶒ

╗ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶎᴲ ᶍ ᶍ ╓ᶍ ᴲ ᶒ ᶍ ᶒ

ᶍ ᶍ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶉ ᶇᶍ ᵫ ᵾᶫᵾᶡᶍᶆᶉᵰᶫᶏᶉᶨ

ᶉᵣ  G

 ᶎᴲ קּ ᶱ ᶠᵾᶇᵬᶎᴲ ᶉᵮᴲᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶍ ᶒ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᴲ ᶉ

ᵼᶍ ᶉⱱ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶎᴲ קּ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᶎᴲ קּ ᶍ ᶒ ᶒᶊ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵥᵾᶠᶍ זּ∙֩

ᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ֩ ᶍ ᶱ ᶟᴳ∙ּז ᵷᴳ֪ᶍᶚᵪᴲ ╓ ᴲ ᶍ ᶍ ╢ᴲ

ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ טּ ᶊ ᵸᶪ ᵼᶍ ᶍ ᵫ ᶇ ᶠᶪ ᶱᶡᶂᶅ

ᵸᶪ  G

 ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶍ◖☺ᶊ ᵶ ᶉ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᶎᴲ ᶍ ╓ ᶊᵡᶪ קּ ᶍ ᶒ קּ ᶍ ᶱ №ᵸᶪ

ᵾᶠᶍ ᵼᶍ קּ ᶊ ᵶᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ╗ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶍ ᶊ ᶉ ᶊᵩᵣᶅᴲ קּ ᶍ

ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵶ ᵴᵺᴲ ᶎᵼᶍ ╢ ᵶᵮᶎᵼᶍ≠ ᵶᵾ ᶊᴲ קּ

ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶂᶅ ᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ╢ ᶎᵼᶍ≠ ᵶᵾ ᶱ קּ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶨ

ᵺᶧᵥᶇᵸᶪᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶝᶆᶊᴲ קּ ᶍ ᶊᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ

ᵾᵿᵶᴲ ᶊ ᵶ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᶆᵡᶪᶇᵬᶎᴲᵲᶍ ᶩᶆᶉᵣᴳ 
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 ᶍ ᶊᶧᶩ קּ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶬᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵸ ᶱ

ᵶᴲ ᶍ ᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍᵾᶠᶊ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶇ ᵶᶅᶎᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

 ᶎᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵸᶪ ᶆ ᵸᶪ ᶆᵡᶂᶅ

ᵼᶍ ᶍ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶊᶃᵣᶅᶎᴲᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶉ ᶊᵩ

ᵣᶅᴲᵼᶍ ᶊ ᵾᶂᶅ ᵴᶫᵾ ᶍ ∙ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶆ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶆ ᵫ ᵸᶪᶡᶍᶇᵴᶫᶅᵣᶪᶡᶍᶍᵥᶀ

ᶍ ᵸᶪ ╓ᶊᵩᵣᶅᶎ ᵫ ᵸᶪᶡᶍᶇᵴᶫᶅᵣᶪᶡᶍᶍᵾᶠᶊ ᵸᶪ ᶆ ᵫ ᵸᶪ

ᶆᵡᶂᶅᴲ ᶍ ╓ ᶊᵡᶪ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶊᶃᵣᶅᴲ ᶍ ᵪᶨ

ᶱ ᶠᶨᶫᵾᶇᵬᶎᴲᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶉ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶣᵪᶊ ᶍ ᶱ

ᵥᶡᶍᶇᵸᶪ G

 ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶎᴲᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵫᵡᶪᶇᵬᶎᴲ ᵸᶪ

ᶍ ᴲ קּ ᶊ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ ᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ קּ ᶍ ᶍ №ᶊ ᵶ

ᶉ ᶍ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪḏᴻḇḡᴻḁᶍ ֪ 

╗  ᶎᴲ קּ ֩ ᶱ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪ ᶱ ᵥ ᵫ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪᵾᶠ

ᶊ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪᶡᶍ֩ ᶍ ᶊℓ☼ ᶱ ᶛᵴᶉᵣᶧᵥ ᶊ ᵴᶫᶅᵣᶪᶡᶍᶊ

ᶪᴳ֪ᶱ ᵮᴳ∙ּזᵲᶍ ᴲ ᶒ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶊ ᵸᶪḏᴻḇḡᴻḁᶍ ᵼᶍ

קּ ᶊ ᵸᶪ ᶉ ᶱ №ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵹᶪᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊᶧᶪ קּ ᶍ ᶉ ᶍ ֪ 

 ᶎᴲ ᶊᶧᶪ קּ ᶍ ᶉ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᴲᵲᶫᶨᶍ ᶊ ᵶᴲ ᶍ

ᴲ ᵼᶍ ᶉⱱ ᶱ ᵥᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶉ ᵫ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֪ 

 ᶎᴲ קּ ᵫ ᶉ ᵫ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣᵲᶇᶊᶧᶩᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ קּ

ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶊᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶊᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ קּ

ᵆזּ∙֩ קּ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶊ ᵶᴲ ֩ ᶊ ᵱᶪ ᶊ

ᶪ ᶊ ᶪᴳ֪ᶊ ᵶᴲ קּ ᵫ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵾ

ᶠᶊ ᶉ ᶱᶇᶪᶧᵥ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᶉᵩ קּ ᶍ ᵫ ᵴ

ᶫᵹᴲᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵩᵼᶫᵫ ᵬᵣᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ

ᶱᵶᵾ ᶊ ᵶᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ קּ ᵫ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉ

ᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶉ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 
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֩ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

 ᶎᴲ קּ ᶊᶃᵬᴲᵼᶍ ᶉ ᶍᵾᶠ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲּק

ᶊ ᵶᴲ ֩ ֪ ╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎ

╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶍ ᶍ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ קּ ֩ ᶱ ᵮᴳ֪ᶊᶃᵬᴲᵼᶍ ᶉ ᶍᵾᶠ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ

ᶊ ᵶᴲ ᶍ ╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ קּ ᶎ קּ ᶊᶃᵬᴲᵼᶍ ᶉ ᶍᵾᶠ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠ

ᶪᶇᵬᶎᴲ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ╗ ᶎ ᶍ ╗ ᶍ

ᶊᶧᶪ ᶍ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ קּ ᶒ קּ ᶍ ֩ ᶱ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪ ᶱ ᵥ ᵫ ᵶᴲ

ᶎ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪᶡᶍᶱ ᵮᴳ֪ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᵼᶍ ᵲᶫᶨᶍ ᶍᵾ

ᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵹᶪᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

קּ  ᶱ ᵶᵾ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶎᴲ קּ

╓ ᶍ קּ ֩ ᶊ ᵸᶪ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶊ ᶪᴳ∙ּזᵲᶍ

ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶊᶃᵣᶅᴲ קּ ╓ ᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵫ

ᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊᶃᵣᶅ קּ ᶊ ᶠ

ᶨᶫᵾ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵹᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲᵼ

ᶍ ᶱ ᵰᵾ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶍᵡᶂᵺᶲᵼᶍ

ᶍ ᶉ ᶱ ᵹᶪᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

קּ  ֩ ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶊ ᶪᴳ֪ᵫ

֩ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍ ᶊᶧᶩ ᵴᶫᵾᶇᵬᶎᴲ ᶍ ∙

ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ╗ ᶍ

ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᵆᴲ ᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᵇᶇᴲᵆ ᵸᶪᶡᶍᶆᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᵸᶪ

ᶡᶍ ᶎ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪

֩ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍ ᶊᶧ ᵴɭᶫᵾ ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ

ᶊ ᶠᶨᶫᵾ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ

ᶆᵇᶇᵸᶪᴳ 

קּ  ֩ ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶊ ᶪᴳ֪ᵫ ֩

ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍ ᶊᶧᶩ ᵴᶫᵾᶇᵬᶎᴲ ᶍ ∙ ᶎᴲ

ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ╗ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ

ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ╗ ᵪᶨ ╗ ᶝᶆ ᶒ ᶍ ᶍᵾᵿᵶ ᶍ ᵆ
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ᵫᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᵫᴲᵇᶇᴲᵆ ᶠᴲᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᶠᶅ ᵶᵾסּ ᵇᶇᴲ ╗

ᵾᵿᵶ ᵆ ♬ ᶣᶟᶱ ᶉᵣᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩

֪ ֩ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍ ᶊᶧᶩ

ᵴᶫᵾ ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ ᶊ ᶠᶨᶫᵾ ᶊ ᵸᶪ

ᵲᶍזּ∙֩ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᵸᶪᶇ ᶠᶅ ᵶᵾסּ ᵼᶍ ♬ ᶣᶟ

ᶱ ᶉᵣᵇᶇᴲ ᵪᶨ ╗ ᶝᶆ ᶒ ᶍ ᶍᵾᵿᵶ ᶍ ᵆ ♬ ᶣᶟᶱ

ᶉᵣᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᶊ ᵸᶪᶇ ᶠᶅ ᵶᵾסּ ᵼᶍ ♬ ᶣᶟᶱ ᶉᵣᵇᶇᴲ

ᵾᵿᵶ ᵆ ᵫᵇᶇᵡᶪᶍᶎᵆ ᵫᴲ ᶊ ᵸᶪᶇ ᶠ

ᶅ ᵶᵾסּ ᵼᶍ ᵇᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶍ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶍ ֪ 

 ᶎᴲ ֩ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍ ᶊ

ᶧᶩ ᵴᶫᵾ קּ ᶊ ᵴᶫᵾ קּ ╓֩ טּ ╓ᶊ ᵸᶪ ╓

ᶊ ᶪᴳ֪ ᶍ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶊ ᵸᶪ ᶱᵣᵥᴳ∙ּזᵲ

ᶍ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵾᶠ ╗ ᵾᵿᵶ

ᶎ ╗ ᶍ ᵣᵹᶫᶡ֩סּ ᶍ ᶍ ᶊ ᶪᶡᶍᶊ ᶪᴳ֪ᶱ ᶠᶨᶫᵾ

ᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶍ ᶱוֹ ᶝᵧᴲ ᶍ ᶇᵶᶅᶍ ᶍ ᵫ ᶨᶫᶪ

ᶧᵥ ᶉ ᶱᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶍ ᶍ ᶎ ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ קּ

ᶊ ᵴᶫᵾ קּ ╓ ᶍ קּ ᶊᶃᵣᶅᴲ קּ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵾᶠ

֩ ֪ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵼᶍסּ ᶍ ᶱ ᶠᶨᶫᵾᶇᵬ

ᶎᴲ קּ ᶍ ᶍ ᵫ ᶨᶫᶪᶧᵥ ᶉ ᶱᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶍ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ֩ ֪ ╗ ᶊ

ᵸᶪ ᶍᶚᵪᴲ קּ ╓ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵪᶨᶍ≠ ᶊ ᶄᵬᴲ קּ

ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵥ ᴲ ᶍ קּ ᶍ ᵼᶍ ᶍ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵥᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᵫ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵥ ᶊᵩᵰᶪ

ᶍ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᵆ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᵇᶇᵡᶪᶍᶎᴲᵆ

╗ ᶊ ᵸᶪ ᶒ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩

֪ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᵇᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶍ ᵥ ֪ 

 ᶎᴲ ֩ ֪

╗ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᶍᶚᵪᴲ ᵪᶨᶍ≠ ᶊ ᶄᵬᴲ קּ ╓

ᶊᵩᵰᶪ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᶊᶧᶩ ╓ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ

ᶉ ᴲ ᶒ ᶍ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 
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֩ ⱱ ᶍ ᵥⱱ ֪ 

╗  ⱱ ᶎᴲ ⱱ ֩

֪ ╗ ᶊ ᵸᶪ ᶍᶚᵪᴲ ᶎ ╗ ᶊ ᵸᶪ קּ

ⱱ ᵪᶨᶍ≠ ᶊ ᶄᵬᴲ קּ ᶒ קּ ᶍ ᶍ ᶍ ᶊ ᶉ ᶍ

ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᵼᶍ ᶍⱱ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊ ᵶᴲ ᴲ ᴲ

ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ ֩ᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ ᵶᵮ ↨

ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶎ ᵶᵮ♥ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶊᶉᵣ קּ ᶊᶃ

ᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵮᴳ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶱᶇᶪᶧᵥ ᶎ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᶉᵩ קּ ᶍ ᵫ

ᵴᶫᶉᵣᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶎ ᶱ ᵰᵾ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲ ᴲ

ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫ

ᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵰᵾ ᵫ ᶉ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶊ ᶪ ᶱᶇᶨᶉᵪ

ᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲᵼᶍ

ᶊ ᶪ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ

ᶊ ᵶᴲᵼᶍ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶒᵼᶍ ᶒᶊ≥ ᶍ ᶒ ᶱ ᵶᵾ

ᶱ ᵶᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᵼᶍ ᶊ≥ ᶒ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪ

ᶱ ᵧᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ G

 ᶍ ᶍ ᶱ ᵰᵾ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵰᵾ ᵪᶨ ∙ ᶊᴲ ᶊ ᵶᴲ≥

ᶍ ᶊ ᵧᶅ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶍ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥ

ᶇᵸᶪ ᶎᵼᶍ ᶍ ᶱ ᶠᶅᴲ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᶮᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶂᶅ ᵷᶧᵥᶇ

ᵸᶪ ᶒᶊ≥ ᶍ ᶍ ᶒ ᶱᴲ ᶍ ᶝᶆᶊᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᶇ

ᶇᶡᶊᴲᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ≥ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶱ ᵴᵺᴲᵪᶃᴲ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪ

ᵲᶇᵫᶆᵬᶪ G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫᵾ ᵫᵼᶍ

ᶱ ᵶᶉᵣᶇᵬᴲ ᵶᶅᶡ ᶆᶉᵣᶇᵬ ᶎ ᵶᶅᶡ ᶍ ᶝᶆᶊ ᵸᶪ ᶞ

ᵫᶉᵣᶇᵬᶎᴲ ֩ ֪ᶍ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊ ᵣᴲ ᶨ ᶍᶉ

ᵸᶘᵬ ⌡ᶱᵶᴲ ᶎ ᶱᵶᶅᵲᶫᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫᶪ

ᶘᵬ ᵲᶍזּ∙֩ ᶒ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬ֩ ᵫᶉ

ᵮᶅ ╗ ᶍ ᵶᵮᶎ ᶎ ᶍ ᵫ ᶮᶫᶪᶘᵬ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᵾᶠ

ᶊ ᶠᶪ ᶊᶧᶩ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬᶱ ᶟᴳ֪ᶎᴲ ᶎᴲ ᶍ
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ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎᵼᶍ ᵷᵾ ᵶᵮᶎ≠ ᵶᵾ ᵲᶍזּ∙֩ ᶒ ᶊᵩ

ᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊᵼᶍ ᶱ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶎᴲᵼ

ᶍ ᶠᵾ ᶊ ᶊᵩᵣᶅᵼᶍ ᶱ ᵥᶘᵬ ᶒᵼᶍ ᶝᶆᶊᵼᶍ ᶱ ᶮᶉ

ᵣᶇᵬᶎ ᶎ ᵫᵼᶍ ᶱ ᵣᴲ ᶊ ᵶᵾ ᶱ ᵸᶪ ᶱᴲᵡᶨᵪ

ᵷᶠ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᵼᶍ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ קּ ᵫ ↨ ᵶᵮ ᶉ ᶊᵡᶪ

קּ ᶊ ᵶ ᶊ ᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ

ᶉ ᶱᶇᶪ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶆᴲ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶊᶧᶩ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ

ᵹᶪᵣᶇᶝᵫᶉᵣᶇᵬᶎᴲᵲᶫᶨᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹᴲ קּ ᶊ ᶪ ᶍ ᶊᵩ

ᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎ ᶊ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᵴᵺᶪ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶒ ᶍ ᶱ

ᵸᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᵼᶍ ᴴ

ᶆ ᶠᶪ ᶊᶧᶩᴲᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊ ᶪ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩ

ᵣᶅᶎᴲ קּ ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᶞᴲ ᶎ ᵱᶅᶎᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ֩ ֪ ֩

ᶒ ᶱ ᵮᴳ֪ᶍ ᶎᴲ ᵶᶉᵣᴳ 

 ᶒ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵶᴲᵼᶍ ᶉ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ

ᶉ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵶ ᶉ ᶎᴲ ᴴ

ᶆ ᶠᶪ  G

 

֩ קּ ⱱ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ☺ ֩ ֪ ᶊ ᵸᶪ

☺ ᴲ╗ ᵶᵮᶎ╗ ᶎ קּ ᶍ ᵶᵮᶎ ᶱ ᶪ

ᶱ ᵥᵲᶇᶱ ᶇᵸᶪ ᶆᵡᶂᶅᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᶇ

ᶠᶨᶫᶪᶡᶍᶱᴲᵼᶍ ᶊᶧᶩᴲ קּ ⱱ ᵆזּ∙֩ ⱱ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶇᵶᶅ ᵸᶪ

ᵲᶇᵫᶆᵬᶪ G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾᶇᵬᶎᴲ ⱱ ᶍ ᶎ ᴲ ᶒ

ᶎ☺ ᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ⱱ ᶎᴲᵼᶍ ᵶᵮᶎ ᴲ ᶎ ᵶᵮᶎ☺ ᶍ ᶱ ᵸᶪᶇᵬᶎᴲᵡ

ᶨᵪᵷᶠᴲᵼᶍ ᶱ ᶊ ᵰ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲ ᶊ ᶪ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉ

ᵣ  G

 

֩ ⱱ ᶍ  ֪

 ⱱ ᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 
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קּ ╗ ᶍ ᵼᶍ קּ ᶍ ᶎ ᶱ ᵩᵥᶇᵸᶪ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶍ

ᶎ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎ ᵼᶍ ᶍ קּ ᶍ ᶉ ᶎᵼᶍ ᶱ

ᶪᵾᶠᶊ ᶉⱱ ᶱ ᵥᵲᶇᴳ 

 ≠ ᶊ ᶄᵬᴲ ᶉ קּ ᶍ ᶍ ᴲ קּ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᵥ ᵼᶍ ᶍ קּ ᶍ

ᶎ ᶍᵾᶠ ᶉ ᶎ ᶱ ᵥᵲᶇᴳ 

 ≠ ᶊ ᶄᵬᴲ קּ ᶍ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇᴳ 

קּ  ᶍ ᶎ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵥᵲᶇᴳ 

קּ  ᶍ ᶎ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵥᵲᶇᴳ 

 ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ קּ ᶍ ᶎ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶎ ᶱ ᵥᵲ

ᶇ  G

 

֩  ֪

 ᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶍ ᵪᶃ ᶉ ᶱ ᵸᶪᵾᶠ ᵫᵡᶪᶇ

ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ⱱ ᶊ ᵶᴲᵼᶍ ᶊ ᵶ ᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ⱱ ᵫ ᶊ ᵱᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵶᶅᵣᶉᵣᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ

ⱱ ᶊ ᵶᴲᵼᶍ ᶍ◖☺ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ ᶱ ᵹᶘᵬᵲᶇᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ⱱ ᵫ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊ┴ ᵶᵾᶇᵬᶎᴲ ╗ ᶍ ᶊᶧᶪ

ᶱ ᶩ ᵸᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶱ ᶩ ᵶᵾᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᶒ ᶎᴲ ⱱ ᶊ ᵶᴲᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ ᶍ ᶎ

ᵶᵮᶎ ᶱᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ⱱ ᵪᶨᵼᶍ ᶍ ᶍᵾᶠ קּ ᶍ ᶱ ᶪ ᵫᵡᶪᶇᵶᶅᴲ קּ

ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᵲᶍזּ∙֩ ᶒ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶍ

ᶠᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲ קּ ᶍ ᶍ ᶊ ᶉ ᶆᴲ ⱱ ᶊ ᵶᴲ

ᶱ ᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪ G

 ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶎᴲ ⱱ ᶊ ᵶ ᶱ ᵸᶪᶇᵬᶎᴲᵡᶨᵪᵷ

ᶠᴲ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶊᶃᵣᶅ ֩ ᶊᶧᶂᶅ ᵴᶫᶪ

ᶍ ᶱᵣᵥᴳ֪ᶍ ≥ᶱ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ≥ᶎᴲᵼᶍ ᵫ ᵶᶅᵣᶪ ᶊ ᵶᶅ ᶠᶫᶏ ᶩᶪᴳ 

 

֩ ⱱ ᶊᶧᶪ קּ ᶍ ᶍ ∏֪ 

 ⱱ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵥᵾᶠᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶊ ᵶᴲ

ᴴ ᶆ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊᶧᶩᴲ קּ ᶍ ᶎ ᶱᵸᶪᵲᶇᶱ ∏ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ

ᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶊ ᵶᶅᴲ ∏ᶊ ᶪ קּ ᶍ ∏ᶱ ᵶᶅᴲᵲᶫ

ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 
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 ᶍ ᶊᶧᶪ ∏ᶱ ᵰᵾ ᶎᴲ ∏ᶊ ᶄᵬ קּ ᶍ ᶎ ᶱᵸᶪ

ᵪ ᵪᶊᶃᵣᶅᴲ ᶉᵮᴲ ∏ᶱᵶᵾ ⱱ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ קּ

ᶍ ᶎ ᶱᵶᶉᵣᵲᶇᶇᵸᶪᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᶨᵪᶊᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶗᶍ  ֪

 ⱱ ᶎᴲ קּ ᴲ קּ ᶎ קּ ᶊᶃᵬᴲᵼᶍ ᶉ ᶍᵾᶠ ᶊ

ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵸᶪᶧᵥ ᵸᶪᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ

ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ╗ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵸ

ᶪ ᵫᶉᵣᶇ ᵶᵾᶇᵬᶎᴲ ᶉᵮᴲᵼᶍ ᶒᵼᶍ ᶱᴲ ᶱᵶᵾ ⱱ ᶊ ᵸ

ᶪᶡᶍᶇᵸᶪ G

 ᶒ ᶎᴲ ᵫ ᵥ קּ ᶊ ᶄᵮ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᵪ

ᶃⱦ ᶉ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ᴲ

ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶉ ᶍ ᶱ ᵹᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶒ ᶎᴲ ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᵫ ᵥ קּ ᶊ ᶄᵮ קּ ᶊ

ᵸᶪ ᶍ ᵪᶃⱦ ᶉ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶉ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶱ ᵹᶪᶡᶍᶇ

ᵸᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶊ┴ ᵶᵾ ᶎᴲ ⱦ∙ּזᶍ ᶊ

ᵸᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵺᵹᴲ ᵶᵮᶎ ᶍ ᶱᵶᴲ ᶎ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ

ᶞᴲ ᵱᴲ ᵶᵮᶎ ᵶᵾ ᶎᴲ ⱦ∙ּזᶍ ᶊ ᵸᶪᴳ 

 

  

 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵪᶨ ᵶᶅ ᶱ ᵧᶉᵣ ∫ ᶊᵩᵣᶅ ᶆ ᶠᶪ ᵪᶨ ᵸᶪᴳᵾ

ᵿᵶᴲ ᵪᶨ ᶝᶆᴲ ᶒ ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵪᶨ ᵶᶅ ᶱ

ᵧᶉᵣ ∫ ᶊᵩᵣᶅ ᶆ ᶠᶪ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᶎᴲᵲᶍ ᶍ ᶱ ᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᵲᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ∏ᵶᴲ ᵫᵡ

ᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲᵲᶍ ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᶱּנᵧᴲᵼᶍ ᶊוֹ ᶄᵣᶅ ᶍ ᶱ ᵹᶪᶡ

ᶍᶇᵸᶪ  G  
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２ 東京都板橋区老朽建築物等対策条例 

28 12 22 71  

ֹ 15 13  

 

 ֩ »  ֪

קּ  ᶍ ֩ » 13  ֪

 ᶍ ֩ 14 » 19  ֪

 ⱱᴴ ↨ ֩ 20 » 22  ֪

 ֩ 23 ᴴ 24  ֪

 

 

  

 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶎᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩ 26 127 ᴳ∙ּזᵆ ᵇᶇᵣ

ᵥᴳ֪ᶊ ᶄᵮ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ ᶒ ᶍ ᶉ ᶊ ᵶ

ᶉ ᶱ ᶠᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩᴲ זּ∙֩

ᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶉ ᶍ ᶱ ᶩᴲᶡᶂᶅ↨ ᴴ↨ ᶆ ᶉᶝᶀᶍ ᶊ

ᵸᶪᵲᶇᶱ ᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶍ ᶊ ᵱᶪ ᶍ≥ ᶎᴲᵼᶫᵽᶫ ᶊ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊᶧᶪᴳ 

( ) קּ   ᶊ ᵸᶪ קּ ᶱᵣᵥᴳ 

( ) קּ   13 ᶊ ᵸᶪ קּ ᶱᵣᵥᴳ 

( ) קּ   ᶊ ᵸᶪ קּ ᶱᵣᵥᴳ 

( ) ᵫטּ   ᶲᶆᵣᶪ ᶎᵲᶫᶊ ᵸᶪ ᶒᵼᶍ ֩ ᵼᶍ

ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶟᴳ֪ᶍᵥᶀᴲ קּ ∙ ᶍᶡᶍᶱᵣᵥᴳᵾᵿᵶᴲ ᶎ

ᵫ ᵶᴲ ᶎ ᵸᶪᶡᶍᶱ ᵮᴳ 

( )   ᶍᵥᶀᴲ ∫ᶍ ᶊ ᶉℓ☼ ᶱ ᵧᶅᵣᶪ ֩

ᶊ ╣ᵸᶪ ᶍᶡᶍᶱ ᶟᴳ֪ᶇ ᵫ ᵶᵾᶡᶍᶱᵣᵥᴳ 

( ) קּ   ᴲ קּ ᴲ קּ ᴲ ᶒ ᶱᵣ

ᵥ  G

( )   ᶎ ᶱᵣᵥ  G

( )   ᶍ ᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹ ᶊ ᵸᶪ ᶎᵼᶍ ᶱᵣᵥᴳ 

( )  ∫ᶍ ᶊ ᶉℓ☼ ᶱ ᵧᶅᵣᶪ  ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵱᶪ ᶱᵣᵥ G

 ʊ ᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ ᵶᵮ ↨ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ  

 ʋ ᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ ᵶᵮ♥ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ  
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 z ᶉ ᵫ ᶮᶫᶅᵣᶉᵣᵲᶇᶊᶧᶩ ᵶᵮ ᶱ ᶉᶂᶅᵣ  ᶅ

 ʑ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᶆᵡᶪ  

(10)  ᶊ ╣ᵸᶪ  ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵱᶪ ᶱᵣᵥ G

 ʊ ᶞᵿᶩᶊ ᵴᶫᵾ ֩ ᶍ ᶒ ᶊ ᵸᶪ ֩ 45 137 ֪

ᶊ ᵸᶪ ᶱᵣᵥᴳ֪֩∙ּזᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ╣ᵶᶅאל ᶱ ᵴ

ᵺᴲ ᶎ ᵫ ᵸᶪᵩᵼᶫᵫᵡᶪ  

 ʋ ᶊ ╣ᵸᶪℓ ᴲᶌᵹᶞᴲ ᶍ ᶎ ᶍ ᵶᵣ ᵶᵮᶎ ᶊᶧ

ᶩᴲ ᶍ ᶊ ᵶᵣ ᶱ ᶛᵶᴲ ᶎ ᶛᵸᵩᵼᶫᵫᵡ  ᶅ

 

֩  ֪

 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵪᶃ וֹ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶊ ᵸᶪ

ᶊᶃᵣᶅ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶊ ᶍ ᵶᶱ ᵣᴲ ᶊꞌᵷᶅ ᶍ ᶱ ᵥᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸ

ᶪ  G

 ᶎᴲ ᶱ ᶠᴲ ᶎᵲᶫᶱ ᵶᵾᶇᵬᶎᴲ ᶉᵮᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

קּ  ᶍ ᶎ ᶍ ᵶᵮᶎ ᶎᴲ ᶍ ᶊℓ☼ ᶱ

ᶛᵴᶉᵣᶧᵥᴲ ᶨᶍ ᶊᵩᵣᶅ קּ ᶎ ᶍ ᶉ ᶊ ᶠᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᵫ

ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ↨ ᴴ↨ ᶆ ᶉᶝᶀᶱ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶒ ᶊᶧᶪ ᶍ

ᶉ ᶒ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶊ ᶄᵮ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᵼᶍ ᶍ

ᶊ ᵶᶅ ᶉ ᶱ ᶊ ᵹᶪᶧᵥ ᶠᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ᵶᶅᵣᶪ ╓ ᶎ ᶱ ᶂᶅᵣᶪ ╓ᶊ קּ ᶎ ᵫ ᵸᶪ

ᶇᵬᶎᴲ ᶊ ᶱ ᵥᶇᶇᶡᶊᴲ קּ ᶎ ᶊᶉᶨᶉᵣᶧᵥᴲ ᶍ

ᶒ ᴴ ᶍ ╓ ᶇ ᶊ ᵸᶪᶧᵥ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᶍ ᶒ ᶒᶊ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵸᶪᵾ

ᶠᴲ ᶍ ᶇᵶᶅᴲ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶍ ᶊꞌᵷᶅ ᵶᴲ ᶊ ᵶ≥ ᶱ ᶘᶪᶡᶍᶇᵸ

ᶪ  G

( )  ᶍ ᶒ ᶊ ᵸᶪ  

( )  ᶍ ⅛ᵣᶊ ᵸᶪ  
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( )  ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

 ᶎᴲ ╢ᴲ ᴲ ᴲ ᴲ ᶊ ᵸᶪ ᴲ ╢ᴲ ╢ᴲ

╢ᵼᶍ ᵫ ᶇ ᶠᶪ ᶍᵥᶀᵪᶨᴲ ᵫ≠ ᶎ ᵸᶪ≠╢17 ∙ ᶱᶡᶂᶅ

ᵸᶪ  G

 ≠╢ᶍ ᶎ ᶇᵶᴲ ᶱ ᵱᶉᵣᴳᵾᵿᵶᴲ ᶍ≠╢ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶇᵸᶪᴳ 

 ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶍ◖☺ᶊ ᵶ ᶉ ᶎᴲ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶆ

ᶠᶪ  G

 

קּ  ᶍ  

 

֩ קּ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ קּ ᶍ ᶒ קּ ᶍ ᶱ №ᵸᶪᵾᶠ

ᶍ ᵼᶍ קּ ᶊ ᵶ ᶒᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ 22 ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶍ ᶊ ᶉ ᶊ

ᵩᵣᶅᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵶ ᵴᵺᴲ ᶎ ╢ ᵶᵮᶎᵼ

ᶍ≠ ᵶᵾ ᶊᴲ קּ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶂᶅ ᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ╢ ᶎᵼᶍ≠ ᵶᵾ ᶱ קּ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶨᵺᶧᵥᶇ

ᵸᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩᴲᵼᶍ ᶝᶆᶊᴲ קּ ᶍ ᶊᵼᶍ ᶱ

ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳᵾᵿᵶᴲ ᶊ ᵶ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᶆᵡᶪᶇᵬᶎᴲᵲᶍ ᶩᶆᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ קּ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶬᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ

ᵼᶍ ᶱ ᵸ ᶱ ᵶᴲ ᶍ ᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍᵾᶠᶊ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶇ ᵶᶅᶎᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ קּ ᶍ  ֪

ᶍ  ᶎᴲ קּ ᵫ 13 ᶊ ᵸᶪ ᶊᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪᶇᵬᶎᴲ קּ ᶱ

קּ ᶇᵶᶅ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

ᶍ  ᶎᴲ 13 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ

ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶊ ᵱᶪ ᶊ ᶪ ᶊ ᶪᴳ֪ᶊ ᵶᴲ קּ

ᵫ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶱᶇᶪᶧᵥ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆ

ᵬᶪ  G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

ᶍ  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᶉᵩ קּ ᶍ ᵫ

ᵴᶫᵹᴲᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵩᵼᶫᵫ ᵬᵣᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ

13 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶱᵶᵾ ᶊ ᵶᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ קּ
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ᵫ קּ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊ ᶉ ᶉ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵡᶨᵪ

ᵷᶠᴲᵼᶍ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵧᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ קּ ᵫ ᶊ ᵸᶪ ᶊᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪᶇᵬᶎᴲ קּ ᶱ

קּ ᶇᵶᶅ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎ ֪ 

10  ᶎᴲ 22 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᴲ קּ ᶊ

ᵶᴲ ᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ ֩ᵼᶍᶝᶝ

ᵸᶫᶏ ᵶᵮ ↨ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶎ ᵶᵮ♥ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ

ᶊᶉᵣ קּ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵮᴳ ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶱᶇᶪᶧᵥ ᶎ

ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

11  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᶉᵩ קּ ᶍ ᵫ

ᵴᶫᶉᵣᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ 22 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶎ ᶱ ᵰᵾ ᶊ ᵶᴲ

ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲ ᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ

ᶉ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ קּ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵡᶨᵪᵷ

ᶠᴲᵼᶍ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵧᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

12  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵰᵾ ᵫ ᶉ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶊ ᶪ ᶱ

ᶇᶨᶉᵪᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎ 2Ǝ2 ᶍ ᶊᶧᶩᴲᵼᶍ ᶊ

ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲᵼᶍ ᶊ ᶪ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊ

ᵶᴲᵼᶍ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶒᵼᶍ ᶒᶊ≥ ᶍ ᶒ ᶱ ᵶᵾ ᶱ

ᵶᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᵼᶍ ᶊ≥ ᶒ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪ

ᶱ ᵧᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ G
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 ᶍ ᶍ ᶱ ᵰᵾ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵰᵾ ᵪᶨ ∙ ᶊᴲ ᶊ ᵶᴲ≥ ᶍ

ᶊ ᵧᶅ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶍ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸ

ᶪ ᶎᵼᶍ ᶍ ᶱ ᶠᶅᴲ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᶮᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶂᶅ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ

ᶒᶊ≥ ᶍ ᶍ ᶒ ᶱᴲ ᶍ ᶝᶆᶊᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ

ᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ≥ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶱ ᵴᵺᴲᵪᶃᴲ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᵼᶍ 22 11 ᶊ

ᶠᶪᶇᵲᶬᶊᶧᶩᴲᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

13  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫᵾ

ᵫᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵣᶇᵬᴲ ᵶᶅᶡ ᶆᶉᵣᶇᵬ ᶎ ᵶᶅᶡ ᶍ ᶝᶆᶊ ᵸᶪ

ᶞᵫᶉᵣᶇᵬᶎᴲ 22 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ֩ 23 43 ֪ᶍ

ᶠᶪᶇᵲᶬᶊ ᵣᴲ ᶨ ᶍᶉᵸᶘᵬ ⌡ᶱᵶᴲ ᶎ ᶱᵶᶅᵲᶫᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫ

ᶪᶘᵬ ᵲᶍזּ∙֩ ᶒ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬ֩ ᵫ

ᶉᵮᶅ 10 ᶍ ᵶᵮᶎ ᶎ 11 ᶍ ᵫ ᶮᶫᶪᶘᵬ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ

ᶉᵣᵾᶠ ᶊ ᶠᶪ ᶊᶧᶩ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬᶱ ᶟᴳ֪ᶎᴲ ᶎᴲ22

10 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎᵼᶍ ᵷᵾ ᵶᵮ

ᶎ≠ ᵶᵾ ᵲᶍזּ∙֩ ᶒ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊᵼᶍ ᶱ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬ

ᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶎᴲᵼᶍ ᶠᵾ ᶊ ᶊᵩᵣᶅᵼᶍ ᶱ ᵥᶘᵬ

ᶒᵼᶍ ᶝᶆᶊᵼᶍ ᶱ ᶮᶉᵣᶇᵬᶎ ᶎ ᵫᵼᶍ ᶱ ᵣᴲ ᶊ

ᵶᵾ ᶱ ᵸᶪ ᶱᴲᵡᶨᵪᵷᶠ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᵼᶍ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ קּ ᵫ ↨ ᵶᵮ ᶉ ᶊᵡᶪ

קּ ᶊ ᵶ ᶊ ᴲ ᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ

ᶱᶇᶪ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶆᴲ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶊᶧᶩ ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵹ

ᶪᵣᶇᶝᵫᶉᵣᶇᵬᶎᴲᵲᶫᶨᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹ 2Ǝ2 11 ᶍ ᶊᶧᶩᴲ קּ

ᶊ ᶪ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎ ᶊ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬ

ᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᵴᵺᶪ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶒ ᶍ ᶱ

ᵸᶪ  G

 ᶎᴲ ᵪᶨ ᶝᶆᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵩᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ

ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 
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 ᶍ  

 

֩ ᶍ  ֪

14  ᶎᴲ ᶍ ᶒᶊ ᶍ ᶒ ᶱ №ᵸᶪᵾᶠᶍ

ᵼᶍ ᶊ ᵶᵲᶍ ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶉ ᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ 16 ᶒ 17 ᶍ ᶍ ᶊ ᶉ ᶊᵩᵣᶅᴲ ╢ ᶎᵼᶍ≠ ᵶᵾ ᶊᴲ

ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶂᶅ ᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳᵾᵿᵶᴲ ᶊ ᶀ ᶪ ᶊᵩ

ᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶍ ᶍ ᶱ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊ ᶀ ᶬᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵸ ᶱ

ᵶᴲ ᶍ ᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍᵾᶠᶊ ᶠᶨᶫᵾᶡᶍᶇ ᵶᶅᶎᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

15  ᶎᴲ ᵫ ∫ᶍ ᶊ ᶉℓ☼ ᶱ ᵧᶅᵣᶪ ֩ ᶊ ╣ᵸ

ᶪ ᶍᶡᶍᶱ ᶟᴳ֪ᶇ ᶠᶨᶫᶪᶇᵬᶎᴲ ᶱ ᶇᵶᶅ ᵸ

ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎ ֪ 

16  ᶎᴲ ᶍ ᶎ ᶊ ᵶᴲ ᶊ ᵶᴲ ᴲ

ᴲ ᶍ ᴲ ᶍ ᶉ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ

֩ᵼᶍᶝᶝ ᵸᶫᶏ ᵶᵮ ↨ ᶇᶉᶪᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶎ ᵶᵮ♥ ᶇᶉᶪ

ᵩᵼᶫᶍᵡᶪ ᶊᶉᵣ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵮᴳ ᶒ18

ᶊᵩᵣᶅ ᵷᴳ֪ᶱᶇᶪᶧᵥ ᶎ ᶱᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

17  ᶎᴲ ᶍ ᶎ ᶊ ᵶᴲ ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲ ᴲ

ᴲ ᶍ ᴲ ᶍ ᶉ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ

ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

18  ᶎᴲ ᵫ ᶆ ᶠᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶊ ᵫᵡᶪᶇ

ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶎ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶍ ᶱ ᵰᶅᴲ ᴲ

ᴲ ᶍ ᴲ ᶍ ᶉ ᵼᶍ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᶊ ᶉ

ᶱᶇᶪᵲᶇᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 
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 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊ

ᵶᴲᵼᶍ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶒᵼᶍ ᶒᶊ≥ ᶍ ᶒ ᶱ ᵶᵾ ᶱ

ᵶᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᵼᶍ ᶊ≥ ᶒ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪ

ᶱ ᵧᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ G

 ᶍ ᶍ ᶱ ᵰᵾ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵰᵾ ᵪᶨ ∙ ᶊᴲ ᶊ ᵶᴲ≥ ᶍ

ᶊ ᵧᶅ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥᵲᶇᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶍ ᵫᵡᶂᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸ

ᶪ ᶎᵼᶍ ᶍ ᶱ ᶠᶅᴲ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᶮᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶱ ᵥ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶂᶅ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ

ᶒᶊ≥ ᶍ ᶍ ᶒ ᶱᴲ ᶍ ᶝᶆᶊᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ

ᵲᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ≥ ᶍ ᶊ ᵶᶅᴲ ᶱ ᵴᵺᴲᵪᶃᴲ ᶊ ᶉ ᶱ ᵸᶪᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᵾ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᵼᶍ ᶊ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊᶧ

ᶩᴲᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲᶇ

ᵫᶆᵬᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ֩ 31 ֪ ֩

12 ᶒ 14 ᶱ ᵮᴳ֪ᶍ ᶎ ᵶᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

19  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᵾ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫᵾ

ᵫᵼᶍ ᶱ ᵶᶉᵣᶇᵬᴲ ᵶᶅᶡ ᶆᶉᵣᶇᵬ ᶎ ᵶᶅᶡ ᶍ ᶝᶆᶊ ᵸᶪ

ᶞᵫᶉᵣᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊ ᵣᴲ ᶨ ᶍᶉᵸᶘᵬ ⌡ᶱᵶᴲ ᶎ

ᶱᵶᶅᵲᶫᶱᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᶧᶩ ᶉ ᶱ ᵷᶧᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶱ ᵻᶨᶫ

ᶪᶘᵬ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᵹᴲᵪᶃᴲᵼᶍ ᶱ ᶮᵹ ᵸᶪᵲᶇᵫ ᵶᵮ ♬ᶊ ᵸᶪᶇ ᶠ

ᶨᶫᶪᶇᵬᶎᴲ ᶎᴲᵼᶍ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎᵼᶍ ᵷᵾ ᵶᵮᶎ≠ ᵶ

ᵾ ᶊ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶱ ᶠᶅᴲᵼᶍ ᶱ ᵥᶘᵬ ᶒ

ᵼᶍ ᶝᶆᶊᵼᶍ ᶱ ᶮᶉᵣᶇᵬᶎᴲ ᶎᵼᶍ ᵷᵾ ᵶᵮᶎ≠ ᵶᵾ ᵫᵼᶍ ᶱ

ᵥᶘᵬ ᶱᵡᶨᵪᵷᶠ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵩᵥᶇᵸᶪ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶊ≥ ᶱ ᵮᵲ

ᶇᵫᶆᵬᶪ  G

 

 ⱱᴴ ↨  

 

֩ ⱱ ֪
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20  ᶎᴲ קּ ᶒ ᶍ ᶊ ᵶᴲ ∫ᶍ ᶊ ᶉℓ☼

ᶱ ᵧᶅᵣᶪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ᶉ ⱱᶱ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ ↨  ֪

21  ᶎᴲ ᵫᴲ ᶍ ᴲ ᶎ ᶊ ᵫ ᶕᵲᶇᶱ ᵰᶪᵾᶠ ᶍ

ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶎ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲᵲᶫᶱ ᵰ

ᶪᵾᶠᶊ ᶍ ᶱ ᶨ ᵣᴲ ᶎ ᵷᵾ ᵶᵮᶎ≠ ᵶᵾ ᶊ ᶮᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵷᵾᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶒ ᶍ ᶱ ᶍ

ᶎ ᶊ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳᵾᵿᵶᴲ ᵶᵮᶎ ᶎᵼᶍ ᶱ

ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶱᶡᶂᶅᵲᶫᶊ ᵧᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶱ ᵩᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵸ ᶱ ᵶᴲ ᶍ ᵫᵡᶂᵾᶇᵬᶎᴲᵲ

ᶫᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶉ  ֪

22  ֩ ᶱ ᵮᴳ֪ᶍ ᶎᴲ קּ ᶊᶃᵣᶅᴲ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶍ ᴲ ᶩᵼᶍ

ᶆ ᶠᶪ ᶉ ᶱᶇᶪᵲᶇᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᶍ ᶱ ᶪ ᶆᶍ ᶱ ᵶᴲ

ᶎ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪᴳ 

 

  

 

֩  ֪

23  ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ ⱦ∙ּזᶍ ᶊ ᵸᶪᴳ 

( )  14 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᶞᴲ ᵱᴲ ᶎ ᵶᵾ 

( )  18 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶊ┴ ᵶᵾ 

 

֩≠  ֪

24  ᵲᶍ ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ ᶎᴲ ᶆ ᶠᶪᴳ 

 

  

 ᵲᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 

 ᵲᶍ ᶍ ᶊ≠ ᶎ ᵸᶪ ᶍ≠╢ᶍ ᶎᴲ

ᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹᴲ 29 11 ᶝᶆᶇᵸᶪᴳ 

 

 ֩ 15 13  ֪

ᵲᶍ ᶎᴲ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 
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３ 東京都板橋区老朽建築物等対策条例施行規則 

29 20  

ֹ 30 22  

ֹ 28 27  

 

  

 ֩ ᴴ ֪ 

 ֩ »  ֪

קּ  ᶍ ֩ » 16  ֪

 ᶍ ֩ 17 » 24  ֪

 ↨ ֩ 25 » 28  ֪

 ֩ 29 » 42  ֪

 ֩ 43  ֪

 

 

  

 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶎᴲ ֩ 28 71 ᴳ∙ּזᵆ

ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶊ ᵶ ᶉ ᶱ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶍ≥ ᶎᴲ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪ ᶍ ᶊᶧᶪᴳ 

 

  

 

֩ ᶒ  ֪

 ᶊ ᵸᶪ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶍ ᶎᴲ≠╢

ᶍ ᶊᶧᶩᵲᶫᶱ ᶠᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶱ ᵶᴲ ᶱ ᵸᶪᴳ 

 ᶊ ᶱ ᵬᴲ≠╢ᶍᵥᶀᵪᶨᴲ ᵫ ᵸᶪ ᶱᶡᶂᶅᵲᶫᶊ ᶅᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶱ ᵶᴲ ᶊ ᵫᵡᶪᶇᵬ ᶎ ᵫ ᵰᵾᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵸᶪᴳ 

 

֩  ֪

 ᶎᴲ ᵫ ᵸᶪ G

 ᶎᴲ≠╢ᶍ ∙ ᵫ ᵶᶉᵰᶫᶏᴲ ᶱ ᵮᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶱᶡᶂᶅ ᵶᴲּס ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵸᶪᶇᵲᶬᶊᶧᶪᴳ 
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֩ ᶍ  ֪

 ᶎᴲ ᶇᵸᶪᴳᵾᵿᵶᴲ ᶍ ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵸᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩᴲᵼᶍ

╗ ᶎ ᶱ ᶇᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

( )  ᶊᵩᵣᶅ ᶩ⅛ᵥ ᵫᴲ ֩ 12 ֪

ᶊ ᵸᶪᶇᵬᴳ 

( )  ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩ ᵪᶃⱦ ᶉ ᵫ ᵶᵮ ᵴᶫᶪᵩᵼᶫᵫᵡᶪᶇ ᶠᶨᶫᶪᶇ

ᵬ  G

( )  ᵼᶍ ᵫ ᶇ ᶠᶪᶇᵬᴳ 

 

֩  ֪

 ᶍ ᶎᴲ ↨ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶪᴳ 

 

֩≠  ֪

 ᵲᶍ ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶍ◖☺ᶊ ᵶ ᶉ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪᴳ 

 

קּ  ᶍ  

 

֩ קּ ᶍ  ֪

קּ  ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩ 26 127 ᴳ∙ּזᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪

ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ קּ ᶊ ᶪ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪ᶊᶧᶩ ᵥ

ᶡᶍᶇᵸᶪ  G

 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ᶊ ᶪ ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶍ ֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍ

ᶇᵸᶪ  G

ᵀנּ 27  U

 

֩ קּ ᶍ ᶊ ᶪ ֪ 

ᶍ  ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ֩ ᶍ ֪ᶊᶧᶩ

ᵥᶡᶍᶇᵸᶪ G

 

֩ קּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ╢ᶍ ֪ 

 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ קּ ╢ ֩ ֪ᶍᶇᵩᶩᶇ

ᵸᶪ  G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

ᶍ  13 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶍ

֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 
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֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

ᶍ  13 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ᶍ

֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶍ ֪ 

ᶍ  ᶍ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶍ ᶎᴲ ᶒ ᶍ

ᶍ ᶊ ᵸᶪ ֩ 80 ֪ᶊ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊ ᵷᶅ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎ ֪ 

10  22 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ᶇᵶᶅ ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵶᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ

ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

11  22 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪ᶊᶧᶩ

ᵥᶡᶍᶇᵸᶪ G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶍ ֪ 

12  11 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶍ ᶎᴲ ᶒ ᶍ ᶍ

ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᶠᶪᶇᵲᶬᶊ ᵷᶅ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

13  22 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ֩ ֪ᶊᶧᶩ

ᵥᶡᶍᶇᵸᶪ G

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ֪ 

14  22 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᶪ

֩ ֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

15  22 ᶊ ᵸᶪ ᵲᶍזּ∙֩ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᶪ

֩ 23 43 ֪ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ֩ ֪ᶊᶧᶩ

ᵥᶡᶍᶇᵸᶪ G

 ᶊ ᶪ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ֩ ֪

ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶊ ᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ֩ ֪

ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ קּ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶒ ֪ 
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16  22 13 ᶍ ᶊᶧᶩ ᵸᶪ ᶎᴲ ֩ 10 ֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 22 13 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ ֩ 50

45 ֪ᶍ ᶊᶧᶪ ᶗᶍ ᵼᶍ ᵫ ᶇ ᶠᶪ ᶇᵸᶪᴳ 

 

 ᶍ  

 

֩ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ╢ᶍ ֪ 

17  14 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ╢ ֩ 11

֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎ ֪ 

18  16 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ᶇᵶᶅ ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵶᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ

ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ֩ 12 ֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

19  17 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ֩ 13

֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

20  18 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ֩ 14

֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 18 ᶊ ᵸᶪ ᶆ ᶠᶪ ᶎᴲ ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

( )  ᵫᴲ ֩ 25 201 ֪ ᶍ ᶊ ᵸᶪ

 

( )  ᵫᴲ 10 ᶍ ᶊ ᵸᶪᶡᶍᶇᵶᶅ ᶱ ᵰᵾ

ᶍ ᶎ ᵫ ᶉ ᵫᶉᵮᶅᵼᶍ ᶊ ᶪ ᶱᶇᶨᶉᵪᶂ

ᵾᵲᶇᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᶊ ᵸᶪᶊ ᶂᵾ 

( )  ᵫᴲ 10 ᶍ ᶊ ᵸᶪ  

 ᶊ ᵱᶪ ᶊ ᵸᶪᵪ ᵪᶍ ᶎᴲ 12 ᶍ ᶊᶧᶪ

ᶊ ᶄᵬ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ֪ 

21  18 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶊ ᶪ

֩ 15 ֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ֪ 

22  19 ᶊ ᵸᶪ ᵲᶍזּ∙֩ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᶪ

ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ֩ 16 ֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 
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 ᶊ ᶪ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ֩ 17

֪ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶊ ᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ֩ 18

֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶒ ֪ 

23  18 ᶍ ᶊᶧᶩ ᵸᶪ ᶎᴲ ֩ 19 ֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 18 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶗᶍ

ᵼᶍ ᵫ ᶇ ᶠᶪ ᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶇᶍ ֪ 

24  ᶎᴲ ᵫ 20 ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵸᶪ ᶆᵡᶂᶅᴲ ᶍ

ᶊᶧᶪ ᶍ ᴲ ᴲ ᴲ ᵼᶍ ᶊ ᶄᵮ ᶱ ᵩᵥᶇᵸᶪᶇᵬᶎᴲ ᶊꞌᵷ

ᶅᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᵣᴲ ᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᴲ ᴲ ᴲ

ᵼᶍ ᶊ ᶄᵮ ᶱ ᵺᶅ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

 ↨  

 

֩ ↨  ֪

25  ᶎᴲ 21 ᶊ ᵸᶪ ᶱ≠ ᵶᵾ ᶊ ᶮᵺᶪᶇᵬᶎᴲ ╢ ᵣᶍ

ᶆᴲזּ ᶱ ᶮᵺᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 ᶎᴲ 21 ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᶆᵡᶪᶇ ᶠᵾ ᶍ ᵫ

ᶆᵬᶉᵣᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᴲ ᵼᶍ ᶇ ᶍ ᴲ ᶱ ᵣᴲ ᶎ ᶮ

ᵺᶪᶡᶍᶇᵸᶪ G

 ᶎᴲ 21 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵣᴲ ᶎ ᶮᵺᵾᶇᵬᶎᴲ ᶍ

ᶎ ᶊ ᵶᴲ ᶊ ᵶᵾ ᶱ ᶣᵪᶊ ᵸᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳᵾᵿᵶᴲ

ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬᶎᴲᵲᶍ ᶩᶆᶉᵣᴳ 

 

֩ ↨ ᶊ ᶪ  ֪

26  21 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ↨ ֩ 20 ֪ᶊᶧ

ᶩ ᵥᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ↨ ᶍ ᶍ  ֪

27  21 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ↨ ֩ 21

֪ᶍᶇᵩᶩᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶉ  ֪

28  22 ᶊ ᵸᶪ ᶆ ᶠᶪ ᶉ ᶎᴲ ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 
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( )  ᵴᶫᶅᵣᶪ ᵼᶍ ᶍ ᶍ  

( )  ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶍ  

( )  ᶎ ᴲ ᵼᶍ ᶍ ᶱ∫ᶟ ᶍ ᵶᵮ ᵶᵾ ᶍ ֩ ⌐ᶉᶡᶍᶊ ᶪᴳ֪ 

( )   ɭ

( )  ᶍ ᶍ  

( )  ᵶᴲ ᶎ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶍ┌ 

( )  ᴲ ᶎ ᶍᵾᶠᶍ ᶍ  

( )  ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲᵲᶫᶨᶇ ᶍ ᶆ ᵫ ᶇ ᶠᶪᶡᶍ 

 

  

 

֩  ֪

29  ᵲᶍ ᶍ ᶎᴲ ᵫᴲ 12 ᶒ 18 ᶍ ᶊ ᶄᵬ ᵥ ᶊ

ᶧᶪ≥ ᶍ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊ ᵶ ᶠᶪᶡᶍᶇᵸᶪᴳ 

 

֩ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ ᶍ ֪ 

30  ᶊ ᵶᴲ 12 ᶎ 18 ᶍ ᶊ ᶄᵬ ᶊᶧᶪ≥ ᶍ

ᶱ ᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᵆזּ∙֩ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶎᴲ ᶊᶧᶩ ᶍ ᴲ ᴲ

ᶍ ᶒ ᶱ ᵶᴲ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ ᶍ  ֪

31  12 ᶒ 18 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶎᴲ ᶊᶧᶩ ᵥ

ᶡᶍᶇᵸᶪ  G

 

֩  ֪

32  ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ᶎ ᶍ ᵶᵾ ╢ᵫ ᶇᶉᶪᴳᵾᵿᵶᴲ ᶍ ᶍᵣᵹᶫ

ᵪᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ ᶇᶉᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᴳ 

( )   

( )  ᶍ  

( )  ᶍ  

 

֩  ֪

33  12 ᶒ 18 ᶍ ᶊᶧᶪ ᶱ ᵰᵾ ᵫ ᶱ

ᵴᵺᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶊᴲ≠ ᶱ ᶊ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 

֩  ֪

34  ᶎ ᵫ ᶊ ᶆᵬᶉᵣᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶱ ᵶᶅᵼᶍ ᶱ ᶍ

ᶍ ᶍ ᶝᶆᶊᴲ ᶊ ᵰ ᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 
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֩ ᶍⱫ  ֪

35  ᶎᴲ ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲᵼᶍ ᵫ ᶆᵡᶪᶇ ᶠᵾᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶱⱫ ᵸ

ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍᶚᵪᴲ ᶎᴲ ᵫᵡᶪᶇ ᶠᶪᶇᵬᶎᴲ ᶍ ᶱⱫ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ 31 ᶍ ᶱ ᵸᶪ  G

 

֩ ╢ ᶍ  ֪

36  ᶎᴲ ᶍ ╢ᴲ ᶍ ╢ᵼᶍ ᶇ ᶠᶪ ᵆזּ∙֩ ╢ ᵇᶇᵣ

ᵥᴳ֪ᶍ≥ ᶎ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊ ╢ ᶍ ᶱ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᶊᵩᵣᶅᴲ ᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠ ᶍ ᴲ ᶍ ᶒ ᶱ ╢ ᶊ

ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣ G

 

֩ ᴲ ᶍ ֪ 

37  ᶎᴲ ᶊ ᵶᶅ ᶊ ᶉ ᶎ ᶱ ᵴᵺᴲᵪᶃᴲ ᶊ ᶉ

ᶎ ᶱ ᵴᵺᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩  ֪

38  ᶎ ᵶᴲᵪᶃᴲ ᶊᶧᶩ ᵥᴳ 

 

֩ ᶎ ᶒ ᶊᶧᶪ ֪ 

39  ᶎ ᵫ ᵺᵹᴲᵪᶃᴲᵼᶍ ᶊ ᵶᶅᴲᵡᶨᵪᵷᶠᴲ ᶎ

ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶍ ᶎᴲᵼᶍ ᶎ ᶒᵼᶍ ᶍ ᶊ ᵾᶂᵾ ╢ᵫ

ᵶᴲ ᵶᵾ ᶱ ᵶᶅ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶍ ᵫ ᶉᵮ ᵺᵹᴲᵪᶃᴲᵼᶍ ᶎ ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶉᵣᶇᵬᶍ ᶎᴲ

ᶍ ᶊᶧᶂᶅ ᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

֩ ᶒ ᶍ  ֪

40  ᶊᵩᵣᶅ ᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶎᴲᵡᶨᵪᵷᶠ ᶍ ᶱסּ ᵰᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵶᶧᵥᶇᵸᶪ ᶍ ∫ᶱ ᵧᶅᶎᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᵫ ᶍ ∫ᶱ ᵧᵾᶇᵬᶎᴲᵼᶍ ᶍ ᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ╢ ᵫ 32 ᶍᵣᵹᶫᵪᶊ ᵸᶪ ᶎᴲ ᶒ ᶍ ᶊᵪᵪᶮᶨᵹᴲ

ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᴳ 

 

֩ ᶍ  ֪

41  ᶎᴲ ᶍ ᴲ ᶒ ᶍ ᶱ ╢ᶊ ᵴᵺᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 

 ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉᵣᴳ 
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֩ ᶍ  ֪

42  ᶎᴲ ᶱ ᵶᴲ ᶎᵼᶍ ᶱ ᵸᶪᵾᶠ ᵫᵡᶪᶇᵬᶎᴲ

ᶎ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 ᶎᴲ ᶱ ᵶᴲ ᶎ ᶍ ᶱᶞᵿᵸ ᶊ ᵶᴲ ᶱ ᵹᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

  

 

֩≠  ֪

43  ᵲᶍ ᶊ ᶠᶪᶡᶍᶍᶚᵪᴲ ᶉ ᶎᴲ ᵫ ᶊ ᶠᶪᴳ 

 

  

ᵲᶍ ᶎᴲ ᶍ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 

 

 ֩ 30 22  ֪

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶎᴲ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 

֩  ֪

 ᵲᶍ ᶍ ᶍ ᴲ ᶊᵡᶪᵲᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ֩ ᶊᵩᵣᶅᵆ ᵇᶇᵣᵥᴳ֪ᶊᶧ

ᶩ ᵴᶫᶅᵣᶪ ᶎᴲᵲᶍ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶊᶧᶪᶡᶍᶇᶞᶉᵸᴳ 

 ᵲᶍ ᶍ ᶍ ᴲ ᶊᵡᶪ ᶊᶧᶪ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᴲᵲᶫᶱ ᶩ ᶂᶅ ᵸ

ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶪᴳ 

 

 ֩ 28 27  ֪

ᵲᶍ ᶎᴲ ᵪᶨ ᵸᶪᴳ 
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４ 関係所管連絡先一覧 

ù ᴴ                                              

 ↨   

 ֖03 - 3579 - 257 4  

ù                                                         

   

 ֖03 - 3579 - 2549  

ù┴                                                      

  ᴴ   

 ֖03 - 3579 - 257 8 

ù ᶍ                                                     טּ

 ↨   

   ֖03 - 3579 - 2554  

ù ⱱᴲ Ḧḻ᷿ḯḻᶍ                                        

   

   ֖03 - 3579 - 2186  

 ù ᴴ                                                                 

   

 ֖03 - 3579 - 2154  

ù♥ ᴴḕḂḧ                                                           

ᵬᵫᵣ  ♥  ♥  

   ֖03 - 3579 - 2335  

ù                                                               

ᵬᵫᵣ  ᵩᶇᵶᶧᶩ ḃḻḇᴻ  

ᵩᶇᵶᶧᶩ ḃḻḇᴻ ֖03 - 5970 - 1119 

ù                                                                    

 ⱱ   

  ֖03 - 3579 - 2352  

ù ֩ḗ᷄ḛ᷿ḻᴲᶷḱᶹ᷅ḦᴲᶷḁḡḁḐ֪                                          

     

 ֖03 - 3579 - 259 3 

     

 ֖03 - 3579 - 2594  
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ùᶝᶀᶍ                                                               טּ

    

   ֖03 - 3579 - 22 58  

ùᶞᶈ  ɭ                                                                 

 ᶞᶈᶩᶇ Ⱨ  ᶞᶈᶩ   

   ֖03 - 3579 - 2533  

ù ֩  ֪                                                          

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ  

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ ֖03 - 3579 - 2508  

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ ֖03 - 5398 - 7333  

ù ֩  ֪                                                          

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ ╓  

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ ֖03 - 3579 - 2532  

᷊ᴻḛḁḃḻḇ  ᴻ ֖03 - 5398 - 1259  

ă ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᵫ ᶊᶉᶪ ᵫᵡᶩᶝᵸᴳ 
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５ よくある相談と回答 

 

 ֯  ᵬּקᶣ ᶒᵼᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶆᶡ ᵸᶪᵲᶇ

ᶎᶆᵬᶝᵺᶲ  G

ᵫ ᵪᶨᶉᵣ ᶊᶎᴲ ↨  3֩579 - 2574 ֪ᶆᵆ קּ

ᵇᶊ ᶄᵬ ᶱ ᵣᴲ ᶊ ᵶᴲ ᴲ ᶊᶃᵣᶅ∟ ᴲ ᶱ

ᵣᶝᵸᶍᶆᴲᵳ ᵮᵿᵴᵣᴳ 

  

 

 ֯  ᶎᴲ ᶍ ᶊᶧᶩ ᵥᶡᶍᶆᶎᵡᶩᶝᵺᶲᴳ 

ᵬּקᶆᵡᶂᶅᶡᴲᵼᶍ ᶎ ᶍ ᶆᵡᶩᴲ ᶱ ᶠᶅ ᵫ ᶊ ᶱ

ᵸᶪᵲᶇᶎᶆᵬᶝᵺᶲᴳ 

ᵶᵪᵶᴲ ᶍ ᶊᶧᶂᶅ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᵹᴲᵪᶃᴲᵼᶫᶱ ᵸᶪᵲᶇ  ᵫ ᵶᵮ ♬

ᶊ ᵸᶪᶇᵬᶊᶎᴲ ᶎ ᶨ ᵫᶉᵸᶘᵬ ⌡ᶱᶉᵸᵲᶇᵫᶆᵬᶪᶇᵴᶫᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᶎᴲ ᶍ ᶱ ᵫ ᶊ ᶱ ᵥ ⌡ᶆᵡᶪᵾᶠᴲ ᵼᶍ ᶣ

⌡ᶱ ᶊ ᵸ ᵫᵡᶪᶇᶇᶡᶊᴲᵼᶍ ᵬᶎ ᵪᶃ ᶊ ᶠᶪ ᵫᵡᶩᴲᵪᶉᶩ

ᶍ ᶡ ᶇᶉᶩᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ᵿᵰᶆᶎᶉᵮᴲᵼᶍ ⌡ᶊ ᵶᵾ ᶡ ᶝᶫᶪᵾᶠᴲ

ᶍ ᶧᶩ ᶊᶉᶪᵥᵧᶊᴲ ᶇᵶᶅ⅛ᶮᶫᴲ ᶅ ֩ ֪ᵪ

ᶨ ᵸᶪᵲᶇᶇᶉᶩᶝᵸᴳᵼᶍᵾᶠᴲᵳּק ᶣᵳ ᶍ ᶱᵣᵾᵿᵬᴲᵳ ᶆ ᵴᶫᶪᵲ

ᶇᶱᵩ ᶠᵶᶝᵸ G

 

 

 ֯  2֩023 ֪ ᶍ ᶊᶧᶩᴲⱢ ᵴᶫᵾ ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶊ ᶱ

ᶩ ᶨᵺᶪ ᵫᵡᶪᶇᵣᵥ ᶱ┐ ᵶᶃᶃᴲ ᶍᵣᵹᶫᵪᶍ ᶊᶎᴲ ᶨ ᶱ ᶩ ᶪ

ᵲᶇᵫᶆᵬᶪᶧᵥᶊᶉᶩᶝᵶᵾ G

1֩  ֪ ᶍ ᶊⱢ ᵶᵾ ᶱ ᵸᶪᶧᵥ ᵶᵾᵫᴲ ᶍ ᵫ ᶍ ᶊ

ᵶᶉᵣᶇᵬ 

2֩  ֪ ᶍ ᶱ ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᵹᴲ ᶎᵼᶍ ᶱ ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶉᵣᶇᵬ 

3֩  ֪ ᶍ ᵫᵡᶪᶇᵬ 

  

֯ ᶍ ᵬּקᶍׁש ᵫ ᶫᶅ ᶀᵼᵥᶊᶉᶂᶅᵣᶪᵫᴲ ᶆ ᶆᵬᶉᵣᵪᴳ 

֯ ᶆ ᵬּקᶱ ᶄᵰᴲ ᵸᶪᶍᶎ ᴳ ᶆ ᵶᶅ ᵶᶅᶚᵶᵣᴳ 

֯ ᶍּקᶍ ᶍ ᵫᴲ ᶱⱢᵧᶅ ᶍ ᶊ ᶒᶅᵬᵾᵫ ᶂᶅᶡᵣᵣᶍᵪᴳ 
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 ֯  ᶆᶎᵆ ᶍ ᶍ ᵇᶎᵶᶅᵩᶩᶝᵺᶲᴳ 

ᵬּקᶍ ᶊ ᵶᶅᴲḁḂḩḘḉᶍ ᶍ ᶱᵸᶪᶧᵥᶊ ᶠᶅᵣᵮᵲᶇᵫ ᶝᵶᵣ

ᶇᶉᶩᶝᵸᴳ ᵫ ᵪᶨᶉᵣ ᶊᶎᴲ ↨  3֩579 -

2574 ֪ᶆᵆ קּ ᵇᶊ ᶄᵬ ᶱ ᵣᴲᵼᶍ ᶊ ᵶᴲ ᶣ┐ ᶊ

ᶃᵣᶅ∟ ᴲ ᶱ ᵣᶝᵸᶍᶆᴲᵳ ᵮᵿᵴᵣᴳ 

 

 

 

 ֯  ᶆᶎᴲḗ᷄ḛ᷿ḻᴴᶷḱᶹ᷅Ḧᶊᶧᶩ ᵫ ᶅᵣᶪ ᶱ ᶊ2Ǝ9 2֩017 ֪

ᵪᶨ ᶍ ᶱ ᵶᶅᵩᶩᴲ ᵫ≠ ᵶᵾ ᵫ ᶮᶉᶍ ᶱ ᵣᶝᵸᴳ

ᶊ ᵶᶅᶎᴲ ᵫᵳᵵᵣᶝᵸᶍᶆᴲ  3֩579 - 2593 ֪ᶗᵳ

ᵮᵿᵴᵣ  G

 

 

 

 ֯ קּ  ᶎ ᶇᵶᶅ ᵶᵾ ᶎᴲ ᶉ ᶆᶎ ᶆᵬᵹᶊ

ᶍ ᶱ ᵥ ᵫ ᵣᵲᶇᵪᶨᴲ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᴲ ᶊ ᵸᶪ

ᶍ╗ ᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸ G

ᶊᶃᵣᶅᴲּז ᶷḑḴḁᶊᶷ᷄ḃḁᶍᵥᵧᴲᵳ ᶱᵩ ᵣᵶᶝᵸᴳ 

ᴴ ⱱ  ֹ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html  

 

 

 

 ֯  ᵬּקᶍ ᶍ ᶎᴲᵆ קּ ᵇᶊ ᶄᵬᴲ ᶣ ᶉᶈᶱ ᵣᴲ

ᶱ ᵶᶝᵸ  G

ᵰᶫᶏ╗ ᶆᵸᵫᴲ ᶱ ᵶᶅᶡ ᵫᶉᵴᶫᶅᵣᶉᵣ ᶣ

ᶍ ᶣ ᶍᶝᶝ ᵫᵴᶫᶅᵣᶉᵣ ᶎᴲ ᶊ ᶱ ᵶᴲ ∙ ᵪᵪᶪ

ᶣ ᵶᶉᵣ ᶡᵡᶩᶝᵸ G  

֯ ᶍ ᵬּקᶊḁḂḩḘḉᶍ ᵫᶆᵬᶅᵣᶪᴳḗḉᶡ ᶲᶆᵩᶩ ᵶᶅᶚᵶᵣᴳ  

֯ ᶍּקᵫ ᵬּקᶊᶉᶩᴲḗ᷄ḛ᷿ḻᵫ ᶩᵶᶅᵣᶪᴳ ᵶᶅᶡᶨᵧᶪᵪᴳ   

֯ ᵶᵾטּ ᶍ ᶊ ᵸᶪ ⱱ ᶎᵡᶪᵪ  G

֯ ᵬּקᶍ ᶍ ᶊᶎƎ ᶈ ᵮʟʝ ᵣᶍ ᶱ ᵸᶪᶍᵪG  
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６ 計画の検討体制・策定経過 

֩ ֪  

組織名 構成 役割 

板橋区老朽建築物等

対策協議会 

学識経験者、町会連合会、警

察職員、消防職員、区議会議

員、区職員 

対策計画の見直しにあたり、老朽建築物等

の施策について専門的な意見・助言を述べ

ます。 

板橋区老朽建築物等

対策検討会議 

都市整備部長、関係所管課長 

 

現状での課題や施策の方向性について検討

し、対策計画の見直しに向けて調査、調整

を行います。 

板橋区老朽建築物等

対策検討会議 部会 

建築安全課長、関係所管課 

係長 

現状での課題や施策の方向性について検討

し検討会議の円滑な運営を図るため、調査、

調整を行います。 

 

 

 ᶍᶹḩᴻḀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区老朽建築物等 

対策協議会 
板橋区老朽建築物等 
対策検討会議（部会） 

（係長級の会議体） 

板橋区老朽建築物等 
対策検討会議 

（課長級の会議体） 

事務局（都市整備部建築安全課） 

（全体調整、資料・情報提供） 

庁 議 
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  ü   ≠╢ 1֩7  ֪

（令和７年 12月現在） 

種 別 所 属 氏 名 

学識経験者 

（８名） 

国立大学法人筑波大学 

 システム情報系社会工学域（都市計画）教授  
藤井 さやか 

東洋大学理工学部建築学科准教授 大澤 昭彦 

大東文化大学社会学部社会学科准教授 飯塚 裕介 

公益社団法人 東京公共嘱託登記司法書士協会 安津畑 卓 ※1  

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 齋藤 修 

板橋法曹会     吉田 飛鳥 ※2 

一般社団法人 東京都建築士事務所協会 板橋支部    茂呂 大輔 ※3 

公益社団法人 東京社会福祉士会 篠原 恵 

町会連合会 

（１名） 
板橋区町会連合会 副会長 山家 正道 

警察職員 

（３名） 

警視庁 板橋警察署 生活安全課長 菅原 貴文 

警視庁 志村警察署 生活安全課長 延山 智範 

警視庁 高島平警察署 生活安全課長 室積 勝浩 

消防職員 

（２名） 

東京消防庁 板橋消防署 災害対策調整担当課長 土田 真也 

東京消防庁 志村消防署 警防課長 田口 典秀 

区議会議員 

（２名）※4 

板橋区議会議員（会派：民主クラブ） 

 都市建設委員長 
おなだか 勝 

板橋区議会議員（会派：自民党） 

 都市建設副委員長 
木田 おりべ 

区職員 

（１名） 
板橋区都市整備部長 内池 政人 

  ※１ 令和７年 11月８日まで「松下 直和」  

※２ 令和７年 11月８日まで「佐藤 充裕」 

※３ 令和７年 11月８日まで「押川 照三」 

※４ 令和７年５月 22日まで「板橋区議会議員（会派：自民党）都市建設委員長   間中 りんぺい」            

「板橋区議会議員（会派：公明党）都市建設副委員長 さかまき 常行」  
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֩ ֪  

日程・検討会議 検討内容 

令和６年６月 17日（月） 

～令和６年６月 25日（火） 

対策検討会議 

◆R6実態調査の実施について 

令和６年７月 22日（月） 

対策協議会 

◆R6実態調査の実施について 

◆計画策定スケジュールについて 

令和６年 10月９日（水） 

対策検討会議 

◆R6実態調査結果報告（速報）について 

◆策定方針について 

令和６年 11月 13日（水） 

対策協議会 

◆R6実態調査結果報告（速報）について 

◆策定方針について 

令和６年 12月 17日（火） 

対策検討会議 

◆R6実態調査結果報告 

◆策定方針について    ◆骨子案について 

令和７年１月９日（木） 

対策協議会 

◆R6実態調査結果報告 

◆策定方針について    ◆骨子案について 

令和７年１月 21日（火） 

庁議（連絡調整会議） 
◆策定方針について 

令和７年２月 17日（木） 

都市建設委員会 
◆策定方針について 

令和７年７月８日（火） 

庁議（連絡調整会議） 
◆骨子案について 

令和７年７月 10日（木） 

対策検討会議 

◆計画素案について 

◆パブリックコメント実施予定について 

令和７年７月 24日（木） 

対策協議会 

◆計画素案について 

◆パブリックコメント実施予定について 

令和７年９月９日（火） 

庁議（連絡調整会議） 

◆計画素案について 

◆パブリックコメント実施予定について 

令和７年９月 26日（金） 

都市建設委員会 

◆計画素案について 

◆パブリックコメント実施予定について 

令和７年 10月 10日（金） 

対策検討会議 

◆計画原案について 

◆パブリックコメントの進捗について 

令和７年 10月 30日（木） 

対策協議会 

◆計画原案について 

◆パブリックコメントの実施結果について 

令和７年 12月 19日（金） 

対策検討会議 

◆計画原案について 

◆パブリックコメントの実施結果について 

令和８年１月８日（木） 

対策協議会 
◆計画原案について 

令和８年１月 20日（火） 

庁議（経営戦略会議） 

◆計画原案について 

◆パブリックコメント実施結果について 

令和８年２月 17日（火） 

都市建設委員会  

◆計画原案について 

◆パブリックコメント実施結果について 

※上記の全体会とは別に、必要に応じて事務局が各委員と個別で協議・調整を実施しました。
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板橋区基本構想において、区が将来像 

「未来をひらく 緑と文化のかがやくまち “板橋”」の 

実現に向けて掲げた「９つのめざす姿」を 

視点ごとに象徴したものです 

９つのめざす姿 

（防災・危機管理）のシンボル 



 

 

 
 
 


